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【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額

ブックビルディング方式による募集　　　　　　216,086,150円

売出金額

（引受人の買取引受による売出し）

ブックビルディング方式による売出し　　　　1,107,473,000円

（オーバーアロットメントによる売出し）

ブックビルディング方式による売出し　　　　　204,240,000円

（注）　募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額（会

社法上の払込金額の総額）であり、売出金額は、有価証

券届出書提出時における見込額であります。

なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式に

は、日本国内において販売される株式と、ＳＭＢＣ日興

証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを

中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除

く。）の海外投資家に対して販売される株式が含まれて

おります。

詳細は、「第一部　証券情報　第２　売出要項　１　売

出株式（引受人の買取引受による売出し）」をご参照く

ださい。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類 発行数（株） 内容

普通株式 1,105,300（注）２

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１．2026年６月30日開催の取締役会決議によっております。

２．発行数については、2026年７月16日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３．「第１　募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに2026年６月30日開催の取締役会におい

て決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」とい

う。）に伴い、その需要状況等を勘案し、888,000株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主

である吉田大成（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロッ

トメントによる売出し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しま

しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　オーバーアロットメントによる売出し等につい

て」をご参照ください。

これに関連して、当社は、2026年６月30日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売

出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式888,000株の新規

発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又

は売出しに関する特別記載事項　４　第三者割当増資について」をご参照ください。

４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ

の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　５　ロックアップについて」をご参

照ください。

５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２【募集の方法】

　2026年７月27日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受け」

欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引

受価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行います。引受価額は2026年７月16日開催予定の取締役会において決定

される会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込

み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を

支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない募集 － － －

ブックビルディング方式 1,105,300 216,086,150 116,940,740

計（総発行株式） 1,105,300 216,086,150 116,940,740

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定

されております。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ

ります。また、2026年６月30日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2026年７月27

日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額

の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社

法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす

ることを決議しております。

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格（230円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額

（見込額）は254,219,000円となります。

 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

  3/163



３【募集の条件】

（１）【入札方式】

①【入札による募集】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない募集】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

発行価格
（円）

引受価額
（円）

払込金額
（円）

資本
組入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込
証拠金
（円）

払込期日

未定

（注）１

未定

（注）１

未定

（注）２

未定

（注）３
100

自　2026年７月28日(火)

至　2026年７月31日(金)

未定

（注）４
2026年８月３日(月)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格の決定に当たり、2026年７月16日に仮条件を提示する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2026年７月27日に発

行価格及び引受価額を決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、2026年７月16日開催予定の取締役会において決定します。また、

前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2026年７月27日に決定される予定

の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり

ます。

３．資本組入額は、前記「２　募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２　募集の方法」に記載の発

行数で除した金額とし、2026年７月27日に決定する予定であります。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額

は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、2026年８月４日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係

る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従

い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、2026年７月17日から2026年７月24日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として

需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る

基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。

 

①【申込取扱場所】

　後記「４　株式の引受け」欄記載の引受人の本店及び全国の各支店で申込みの取扱いをいたします。

 

②【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　渋谷中央支店 東京都渋谷区宇田川町23番３号

　（注）　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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４【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,105,300

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、払込期日までに払込取

扱場所へ引受価額と同額を

払込むことといたします。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、発行価格と引

受価額との差額の総額は引

受人の手取金となります。

計 － 1,105,300 －

　（注）１．引受株式数は、2026年７月16日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

２．上記引受人と発行価格決定日（2026年７月27日）に元引受契約を締結する予定であります。

 

５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

233,881,480 20,000,000 213,881,480

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（230円）を基礎として算出した見込額であり

ます。

２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

 

（２）【手取金の使途】

　上記の差引手取概算額213百万円に本第三者割当増資の手取概算額上限187百万円を合わせた、手取概算額合

計上限401百万円については、事業拡大のための①採用活動費及び人件費、②広告宣伝費に充当する予定であ

ります。

 

①　採用活動費及び人件費

　当社の主力事業であるMarketing Solutionビジネスの強化及びデータ基盤の整備によるプラットフォーム

の拡大、並びに安定的な企業運営の継続を推進するために必要な高度な人材を確保するための採用活動費及

び人件費の増額分の一部として、311百万円（2027年６月期：100百万円、2028年６月期：100百万円、2029

年６月期：111百万円）を充当する予定であります。具体的には、各種広告商品の拡販及び提案力の強化を

担う営業職、データ基盤の整備や新規機能開発等によるシステム基盤の拡充を担うエンジニア職、上場後の

安定的な企業運営と内部管理体制の高度化を支えるコーポレート職の各領域における優秀な専門人材の継続

的な採用にかかる費用に広く充当いたします。

 

②　広告宣伝費

　自社サービスの認知拡大や、各種ビジネスにおける新規ユーザー及びリード顧客の獲得を目的として、広

告宣伝費に90百万円（2027年６月期：30百万円、2028年６月期：30百万円、2029年６月期：30百万円）を充

当する予定であります。具体的には、当社の主力事業であるMarketing Solutionビジネスの更なる成長に向

けて、広告主（メーカー等）や小売企業を対象としたBtoBビジネスにおける自社ソリューションの認知拡大

及び新規のリード顧客獲得を目的とした各種マーケティング費用に資金を投下するほか、Consumerビジネス

における自社プロダクトの新規ユーザー獲得及びアクティビティ活性化を目的としたプロモーション費用等

にそれぞれ充当いたします。

 

　また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、当社銀行口座にて適切に管理を行う方針であります。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　2026年７月27日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出

要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価

格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受

人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対

して引受手数料を支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の
住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
4,815,100 1,107,473,000

東京都新宿区西新宿二丁目３番２号

KDDI株式会社

1,834,400株

636 Waverley St, Suite 100, Palo Alto,

CA 94301, USA

WiL Fund II, L.P.

768,000株

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED

Floor 4 Willow House, Cricket Square

Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands

DCM Ventures China Fund (DCM VIII),

L.P.

731,000株

東京都千代田区二番町５-１

グロービス5号ファンド投資事業有限責任

組合

446,900株

東京都中央区京橋一丁目15番１号

味の素株式会社

221,800株

PO Box 309, Ugland House, South Church

Street, George Town, Grand Cayman KY1-

1104 Cayman Islands

Globis Fund Ⅴ, L.P.

190,900株

東京都中央区八重洲一丁目３番４号

SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有

限責任組合

169,000株
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種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の
住所及び氏名又は名称

    東京都渋谷区

赤坂　優

167,000株

東京都目黒区

山本　朋恵

90,000株

東京都品川区東品川２-２-24　天王洲セン

トラルタワー13F

KANAMEL株式会社

66,500株

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED

Floor 4 Willow House, Cricket Square

Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands

DCM VIII, L.P.

60,500株

東京都渋谷区桜丘町26番１号セルリアンタ

ワー

GMO VenturePartners 4 投資事業有限責任

組合

51,100株

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED

Floor 4 Willow House, Cricket Square

Grand Cayman KY1-9010 Cayman Islands

DCM Affiliates Fund VIII, L.P.

18,000株

計(総売出株式) － 4,815,100 1,107,473,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお

ります。

２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,815,100株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の

関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投

資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。）さ

れることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可

能性があります。

上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に

よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内

販売株数」という。）の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販

売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買

取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2026年７月27日）に決定されます。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　本邦以外の地域において開始

される売出しに係る事項について」をご参照ください。

３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる

売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
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５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、

その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　５　ロックアップについて」をご

参照ください。

６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と

同一であります。

７．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（230円）で算出した見込額であり、引受

人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものに

つきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　本邦以外の地域において開始される売出

しに係る事項について」をご参照ください。

 

２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込株
数単位
（株）

申込
証拠金
（円）

申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
元引受契
約の内容

未定

（注）１

（注）２

未定

（注）２

自　2026年

７月28日(火)

至　2026年

７月31日(金)

100
未定

（注）２

引受人及びそ

の委託販売先

金融商品取引

業者の全国の

本支店及び営

業所

東京都千代田区丸の内三丁目３

番１号

未定

（注）３

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都港区六本木一丁目６番１

号

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区赤坂一丁目12番32号

マネックス証券株式会社

東京都千代田区麹町一丁目４番

地

松井証券株式会社

東京都千代田区麹町三丁目３番

６

丸三証券株式会社

　（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）

１と同様であります。

２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一

といたします。なお、申込証拠金には、利息をつけません。

３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売

出価格決定日（2026年７月27日）に決定する予定であります。なお、元引受契約においては、引受手数料は

支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機

構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を

行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従

い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに

おける表示等をご確認ください。

８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の
住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
888,000 204,240,000

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

計(総売出株式) － 888,000 204,240,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況

等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ

ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー

バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ

れております。

３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

４．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と同一

であります。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（230円）で算出した見込額であります。

 

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格
（円）

申込期間
申込株数単位
（株）

申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定

（注）１

自　2026年

７月28日(火)

至　2026年

７月31日(金)

100
未定

（注）１

ＳＭＢＣ日興証券株式

会社の本店及び全国各

支店

－ －

　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ

れぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。なお、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式

は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から

売買を行うことができます。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディン

グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　東京証券取引所グロース市場への上場について

　当社は前記「第１　募集要項」における募集株式及び前記「第２　売出要項」における売出株式を含む当社普通株

式について、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社として東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりま

す。

 

２　本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

　引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じ

て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されるこ

とがあります。以下は、係る海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げ

る各事項を一括して掲載したものであります。

(1）株式の種類

当社普通株式

 

(2）海外販売の売出数（海外販売株数）

未定

（注）　上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集

及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2026年７月27日）

に決定されます。

 

(3）海外販売の売出価格

未定

（注）１．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディン

グ方式」の（注）１と同様であります。

２．海外販売の売出価格は、前記「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出

し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売

出価格と同一といたします。

 

(4）海外販売の引受価額

未定

（注）　海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受価額と同一といたしま

す。

 

(5）海外販売の売出価額の総額

未定

 

(6）株式の内容

　完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数

は100株であります。

 

(7）売出方法

　下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しの売出株式を買取引受けした上で、引受人の買取引受

による売出しに係る売出株式のうちの一部をＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを

中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売します。

 

(8）引受人の名称

　前記「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」

に記載の引受人

 

(9）売出しを行う者の氏名又は名称

　前記「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出人
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(10）売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）

 

(11）海外販売の受渡年月日

2026年８月４日（火）

 

(12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

 

３　オーバーアロットメントによる売出し等について

　本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、888,000株を上限として、本募集及

び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株

式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。なお、

当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント

による売出しが全く行われない場合があります。

　これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対

して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以

下「グリーンシューオプション」という。）を、2026年８月28日を行使期限として付与します。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から2026年８月28日までの間

（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で

東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該

シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間

内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ

トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に

より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し

本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に

つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その

ものが全く行われない場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロット

メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

　オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合

の売出数については、2026年７月27日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、

ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興

証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行

は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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４　第三者割当増資について

　上記「３　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする

本第三者割当増資について、当社が2026年６月30日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりでありま

す。

(1) 募集株式の数 当社普通株式　888,000株

(2) 募集株式の払込金額 未定（注）１

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資

本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減

じた額とします。（注）２

(4) 払込期日 2026年９月２日（水）

　（注）１．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　

(2）ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額（会社法上の払込金額）と同一とし、2026

年７月16日開催予定の取締役会において決定します。

２．割当価格は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」に記載

の本募集における引受価額と同一とし、2026年７月27日に決定します。

 

５　ロックアップについて

　本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人である吉田大成、売出人であるKDDI株式会社、味の素株

式会社及びKANAMEL株式会社、当社株主である伊藤忠食品株式会社、加藤産業株式会社、菅原千遥、株式会社ミライ

プロジェクトインベストメント、旭食品株式会社、セイノーホールディングス株式会社、SEGNEL VENTURES PTE.

LTD.及びその他６名並びに当社新株予約権者56名は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「主幹事会社」という。）に

対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算

して180日目の2027年１月30日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約

締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証

券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。

　売出人であるWiL Fund II, L.P.、DCM Ventures China Fund (DCM VIII), L.P.、グロービス5号ファンド投資事業

有限責任組合、Globis Fund Ⅴ, L.P.、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、DCM VIII, L.P.、GMO

VenturePartners 4 投資事業有限責任組合及びDCM Affiliates Fund VIII, L.P.並びに当社株主であるDBJキャピタ

ル投資事業有限責任組合、SBIインキュベーション株式会社、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合及び

INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出し

に係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の2026年11月１日までの期間中は、主幹

事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株

式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等（ただし、その売却価格が

募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除

く。）を行わない旨を約束しております。

　また、当社は、主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、

上場（売買開始）日から起算して180日目の2027年１月30日までの期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を

受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却等

（本第三者割当増資に係る新株式発行並びに株式分割による新株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権

の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除く。）を行わないことに合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除

し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

　上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ

る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、

「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。
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第３【その他の記載事項】
　新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項

 

(1）表紙に当社の社章 を記載いたします。

 

(2）表紙の次に「１　会社概要・サービスミッション」～「５　業績等の推移」をカラー印刷したものを記載いたし

ます。
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第二部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

決算年月 2021年６月 2022年６月 2023年６月 2024年６月 2025年６月

売上高 （千円） 2,092,802 2,425,447 2,579,809 3,359,709 4,250,933

経常損失（△） （千円） △1,372,118 △1,004,041 △544,249 △644,242 △30,306

当期純損失（△） （千円） △1,396,301 △1,056,985 △554,898 △771,364 △32,738

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － － －

資本金 （千円） 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

発行済株式総数       

普通株式 （株） 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Ａ種優先株式 （株） 2,201,000 2,201,000 2,201,000 2,201,000 2,201,000

Ｂ種優先株式 （株） 3,040,000 3,040,000 3,040,000 3,040,000 3,040,000

Ｃ種優先株式 （株） 2,112,370 2,112,370 2,112,370 2,112,370 2,112,370

Ｄ種優先株式 （株） 5,174,037 5,174,037 5,174,037 5,174,037 5,174,037

Ｅ種優先株式 （株） － － 2,105,401 2,105,401 2,105,401

純資産額 （千円） 1,299,428 242,443 2,091,912 1,320,548 1,287,809

総資産額 （千円） 2,345,920 1,186,024 2,945,832 2,474,808 2,445,645

１株当たり純資産額 （円） △1,925.71 △2,137.11 △2,248.09 △2,402.36 △2,408.91

１株当たり配当額
（円）

－ － － － －

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純損失（△） （円） △279.26 △211.40 △110.98 △154.27 △6.55

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 55.39 20.44 71.01 53.36 52.66

自己資本利益率 （％） － － － － －

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － △587,064 △81,998

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － △113,171 △38,624

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － 142,138 △32,958

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － － － 1,895,023 1,741,443

従業員数
（人）

232 208 183 193 191

（外、平均臨時雇用者数） (35) (31) (19) (29) (17)

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．第６期から第10期の期間については、売上高が増加しているものの、メディア規模や事業領域の拡大へ向け

た先行投資の実施に伴い、経常損失、当期純損失を計上しております。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

５．第６期から第10期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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６．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

７．１株当たり配当額及び配当性向については、当社は配当を実施しておりませんので、記載しておりません。

８．当社は第９期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第６期から第８期までのキャッ

シュ・フローに係る項目については記載しておりません。

９．従業員数は就業人員（正社員、契約社員、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（人材会

社からの派遣社員、アルバイト）は、期中の平均人員を（　）外数で記載しております。

10．１株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を純資産の部の合計額から控除して算

定しております。

11．第９期における営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税引前当期純損失769,070千円、減損損

失124,828千円、売上債権の増加116,170千円、未払金の増加93,373千円となります。

12．第９期における投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、株式会社ベクトルワン（現セイノーラス

トワンマイル株式会社）の事業譲受のための支出72,500千円、ピーシーフェーズ株式会社の事業譲受のため

の支出25,204千円、有形固定資産の取得による支出13,489千円となります。

13．第10期における営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税引前当期純損失30,306千円、売上債権

の増加64,871千円、その他の流動資産の増加42,973千円、未払消費税等の増加48,788千円となります。

14．第10期における投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、ピーシーフェーズ株式会社の事業譲受の

ための支出20,275千円、有形固定資産の取得による支出17,473千円となります。

15．第10期における財務活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、長期借入金の返済による支出21,840千

円、リース債務の返済による支出11,118千円となります。

16．第９期及び第10期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任

あずさ監査法人の監査を受けております。なお、第６期、第７期及び第８期については、「会社計算規則」

(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しております。また、当該各数値について

は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりませ

ん。

17．第６期及び第８期において地代家賃の支払いに関する前払費用と未払費用の相殺処理に係る誤謬の訂正を

行った結果、第６期及び第８期の財務諸表の数値と定時株主総会において報告された計算書類の数値が一部

異なっております。

18．第10期において一部取引の収益計上時期に係る誤謬の訂正を行った結果、第10期の財務諸表の数値と定時株

主総会において報告された計算書類の数値が一部異なっております。

19．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を当事業年

度の期首から適用しており、当事業年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し

た後の指標等となっております。

20．定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D

種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株

主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株

式１株につき普通株式１株をそれぞれに交付しております。また、2026年２月25日開催の臨時取締役会の決

議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第

178条の規定に基づき、消却しております。

21．2026年３月16日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しておりま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

 22/163



２【沿革】

　当社代表取締役社長であり創業者の吉田大成は、拡大が見込まれる動画市場において、単なる娯楽に終わらない、

人々のライフスタイルを豊かにするようなコンテンツをユーザーへ提供し、新たなトレンドを国内外に発信すること

を目的として2015年９月に当社を設立しました。

　当社設立以降の沿革は、下記のとおりであります。

2015年09月 東京都渋谷区神宮前四丁目において当社を設立

2015年09月 レシピ動画メディア「DELISH KITCHEN」を開始

2015年09月 ライフスタイル動画メディア「KALOS」を開始

2016年02月 ファミリー向け動画メディア「MAMADAYS」を開始

2016年03月 ニュース＆エンタメ動画メディア「TIMELINE」を開始

2016年12月 「DELISH KITCHEN」のアプリリリース

2017年02月 本社を東京都港区六本木七丁目に移転

2017年12月 「DELISH KITCHEN」がGoogle Play 「ベスト オブ 2017」に入賞

2017年12月 Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2017を受賞

2018年01月 「DELISH KITCHEN」がApp Annie「2017 Top Publisher Awards」を受賞

2018年03月 KDDI株式会社と業務提携に関する契約を締結

2018年08月 ライブコマースプラットフォーム「CHECK」のサービス開始及びアプリリリース

2018年10月 本社を東京都港区六本木三丁目に移転

2019年07月 伊藤忠食品株式会社と業務提携に関する契約を締結

2019年10月 「MAMADAYS」のアプリリリース

2020年02月 ライブコマースプラットフォーム「CHECK」をauコマース＆ライフ株式会社の運営するau PAY

マーケットのライブコマース機能に統合

2020年07月 他メディアへ経営資源を集中するため「KALOS」をクローズ

2022年07月 加藤産業株式会社と業務提携に関する基本合意書を締結

2023年08月 「MAMADAYS」を「トモニテ」に名称変更

2023年08月 小売向け統合ソリューション「retail HUB」をリリース

2023年09月 セイノーホールディングス株式会社の子会社である株式会社ベクトルワン（現 セイノーラスト

ワンマイル株式会社）より小売向けネットスーパーシステム提供事業を譲受

2024年05月 ピーシーフェーズ株式会社より小売向けアプリシステム提供事業を譲受

2024年11月 店頭販促サポートの取り組みにおいて、小売店舗内の店頭デジタルサイネージの設置台数が全国

1万台を突破

2024年12月 「DELISH KITCHEN」を「デリッシュキッチン」に名称変更
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３【事業の内容】

　当社は、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも。」をパーパスに、ライフスタイルに根ざした、最適かつ

有益な情報をひとりひとりに届けることを目指し、レシピ動画メディアの「デリッシュキッチン」を中心とする、複

数の動画メディアの運営を行っております。

 

　主力メディアである「デリッシュキッチン」においては、管理栄養士監修の「簡単・おいしい・安全な」動画レシ

ピコンテンツを累計で57,000本以上（注１）公開し、月間利用者数は3,100万超（注２）、SNS総フォロワー数は

1,300万超（注３）、アプリ上のレシピ評価は「4.4/5.0」（注４）、など高いユーザー評価を維持する国内最大級の

レシピ動画メディアとなっております。

　また、上記オンラインメディアの運営に加えて、小売店舗内にデジタルサイネージを設置する「ストアDX」や小売

企業向けの消費者向けアプリの開発・導入支援などリテールメディア領域での取り組みを加速させております。特

に、小売店舗内にデジタルサイネージを設置する「ストアDX」の取り組みにおいては、全国のサイネージ設置台数が

計11,000台以上（注５）に到達するなどその規模を拡大させております。

 

　当社はメディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりませんが、上

記に記載したメディアアセットやそれらを通じたユーザー基盤、小売店舗内でのサイネージアセット等を活用し、主

に広告主向けのMarketing Solutionビジネス、ユーザー向けのConsumerビジネスを展開しております。

（注１）「デリッシュキッチン」アプリ上の公開本数。2026年４月末時点。

（注２）「デリッシュキッチン」アプリ、ウェブの月間アクティブユーザー数の合計値。アプリ、ウェブの重複は

　　　　排除せず。2026年４月末時点。

（注３）SNS=Instagram、Facebook、YouTube、X、LINE News、TikTok、Pinterest。これらのフォロワー数合計

　　　　値。2026年４月末時点。

（注４）「デリッシュキッチン」アプリ内でのレシピに対するユーザー評価（５段階）の平均スコア。

　　　　評価件数：1,390,533件。2026年４月末時点。

（注５）2026年４月末時点。

 

（１）各事業の概要

Marketing Solutionビジネス

 

　食品メーカー等の広告主に対し、ブランドや商品の認知拡大から店頭での購買促進に至るまで、一気通貫でのマー

ケティング支援を展開しております。

　当社の最大の特徴は、国内最大級のレシピ動画メディアである「デリッシュキッチン」の運営により獲得する大規

模なオンラインデータと、全国11,000台以上のデジタルサイネージや小売・卸企業との連携を通じて取得する実店舗

でのオフラインデータ（購買データ等）を統合した盤石なデータプラットフォームを保有している点にあります。こ

れにより、1st party data（注１）に基づいた精度の高い広告プランニングが可能であるとともに、従来のデジタル

広告では困難とされていた実店舗での販促効果の可視化を実現しており、費用対効果の高い効果的なソリューション

を広告主へ提供することが可能であると考えております。

　現在当社が展開している主なソリューションは以下のとおりでございます。

（注１）自社のアプリやウェブサイトを通じて直接収集した顧客やユーザーに関するデータ

 

・タイアップ広告

　レシピ動画メディアの運営によって培ったコンテンツ制作力を活かし、広告主のブランドや商品を絡めた独自コン

テンツを制作します。当社のアプリ、ウェブ、SNSに加え、外部インフルエンサー等を活用して配信を行い、消費者

の「認知」や「興味・関心」の喚起を目指します 。

　広告主からはコンテンツ制作費と広告配信費を受領します。

 

・ディスプレイ広告

　広告主より受領した広告素材を当社のアプリやウェブの広告枠に配信します。動画、静止画の両方に対応してお

り、広告主からは広告表示回数に応じた広告配信費を受領します。

 

・ストアビジョン広告

　全国の小売店舗内に設置された11,000台以上のデジタルサイネージに動画広告を配信します。消費者の実店舗での

購買の多くが店頭で意思決定を行う「非計画購買」であると言われているなか（注１）、ストアビジョン広告は「購

買に最も近い広告」として強力な販売促進手段であると考えております。

　当社は広告主から広告配信費を受領します。

（注１）株式会社マクロミル調べ（2020年２月、アンケート回答数：28,034件）
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・ユーザーマッチング広告

　当社メディアや外部媒体を通じたキャンペーンの実施等により、広告主の提供サービスとの親和性の高いユーザー

層へのアプローチを行うとともに、それらを通じて得たユーザーデータ等を広告主に提供することを通じて広告主の

効率的な顧客獲得を支援しております。

　当社は、実際の送客数などに応じた成功報酬型で広告主から収益を獲得します。

 

・運用型広告

　広告主に対して、GoogleやFacebook、Instagramなどの外部プラットフォームへの広告出稿に関するプランニング

や、その後の配信設定や広告効果の測定・分析などのソリューションを提供しております。

　当社は広告主からお預かりした広告予算の一部を手数料として受領しております。

 

・アドネットワーク広告

　当社のアプリ、ウェブに広告枠を設定し、アドネットワークを通じた広告枠の販売により収益を獲得しておりま

す。

 

・retail HUB

　小売企業へのDX支援として提供する複数のサービスを総称して「retail HUB」としております。デジタル化が進む

社会において、当社の持つテクノロジーを駆使することにより、小売企業が消費者に新たな買い物体験を提供するこ

とをサポートするとともに、小売企業の支援によって獲得する実店舗での購買データなどを広告主向けのソリュー

ション提供に活用しております。

　小売企業へ提供しているソリューションは以下となります。

 

　(a)ストアDX

　デリッシュキッチンのレシピ動画や広告素材を放映するための店頭デジタルサイネージの設置を行っております。

小売企業はレシピ動画や広告配信を通じて、消費者の購買意欲の向上を図ることが可能であると考えています。

　また、当社はストアDXの取り組みを通じて設置したデジタルサイネージアセットを活用し、上記「ストアビジョン

広告」で記載の広告主ビジネスを展開しております。

 

　(b)アプリ支援

　小売企業へ消費者向けアプリの導入支援を行っております。小売企業は当社が提供するアプリ又はシステムを通じ

て、消費者へネットスーパー機能やポイント機能、クーポン機能などの提供を行うことで、顧客のリピート促進やロ

イヤル化を図ることが可能であると考えています。また、アプリ、システムの提供だけでなく、アプリ内に蓄積する

データの分析支援なども行っております。

　当社は小売企業からアプリ、システムの開発・保守費用及びコンサルティング費用を受領します。

 

Consumerビジネス

 

　ユーザー向け事業として、デリッシュキッチンアプリの月額課金機能であるプレミアムサービス及びEコマースを

運営しております。

 

・プレミアムサービス

　デリッシュキッチンアプリのユーザーに対して、月額480円の有料課金サービスを提供しております。有料課金を

行っているプレミアムユーザーはアプリ内でのお気に入り登録数が無制限になる、限定レシピを閲覧できる、などの

追加機能をご利用いただけます。

 

・Eコマース

　デリッシュキッチンの運営による「食」に関するノウハウを生かし、栄養バランスの取れた冷凍弁当「ミールズ」

を販売しております。ユーザーは冷凍弁当の食数や自宅へのお届けサイクルを選択し、それらに合わせて冷凍弁当を

ユーザーの自宅へ定期便で宅配しております。
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その他ビジネス

 

　自社メディアの運営で培ったクリエイティブ制作力やシステム開発の知見を活かし、クライアントの個別要件に基

づいた受託業務を行っております。具体的には、他社ECサイトにおけるライブコマース機能のシステム保守・運用

や、番組制作、その他クライアントのニーズに応じた動画の制作受託を行っております。これらのサービスは、制作

や運用そのものを目的とした独立した受託形式で提供しており、クライアントの要望に応じた役務の提供や成果物の

納品を行っております。

 
　当社の事業活動に関する概念図
 

 

（２）当社ソリューションの価値・優位性

 

大規模なユーザー基盤に紐づく「食生活行動ビッグデータ」の保有

 

　当社は、動画メディアやデジタルサイネージの運営、小売企業の支援を通じて、オンライン/オフライン両面での

膨大な「食」に関わるデータを保有しております。

　主力メディアである「デリッシュキッチン」においては、強固なユーザー基盤を構築しており、各ユーザーの「性

別」「家族構成」「就業状況」などの属性情報はもちろん、「レシピの検索傾向」「レシピ視聴履歴」「料理スキ

ル」「商品認知度」など、「食」に関わる様々なデータを保有しております。

　また、デジタルサイネージの運営や小売企業の支援や外部とのアライアンスを通じて、店頭での消費者の購買デー

タやサイネージ視聴データなど多様なオフラインデータを取得することが可能です。

　これにより、当社はオンライン/オフライン両面の膨大なデータの分析に基づく生活者解析が可能であり、これら

を活用することで、最適な広告プランニングを広告主に提供することが可能であると考えております。

　また、昨今の主要ブラウザにおける3rd party cookie（注１）への規制の強化を背景に、1st party dataの重要性

は増しており、1st party dataに基づく適切な広告プランニングが可能な当社のソリューションの優位性は今後一層

高くなっていくものと考えております。

（注１）ユーザーがアクセスしたサイトとは別のドメインが発行し、ウェブサイト間でユーザーを追跡する仕組み。

　　　　ウェブ上でのターゲティング広告などに活用される

 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

 26/163



（注２）人流データとは、来店時刻・滞在時間・来店頻度等のデータを指す。これらのデータは、店舗内に設置した

　　　　小型の送信機（ビーコン端末）が発信するBluetooth信号を、顧客のスマートフォンにインストールされた

　　　　アプリが受信、サーバーへ送信することで取得される。

 

コンテンツ制作力×高リーチ力の掛け合わせによるトレンド創出

 

　当社は、多様なメディアの運営を通じて、「食」に関わる膨大な1st party dataを保有しており、これらを解析す

ることで、世の中の「食」に関わるトレンドを正しく把握、又は予測することが可能であると考えております。ま

た、当社は「デリッシュキッチン」のサービス開始以降、2026年４月末時点で累計57,000本以上のレシピ動画を配信

するなど、独自の制作ノウハウを有しており、当該ノウハウをデータ分析によるトレンド予測と掛け合わせることに

より、トレンドに沿った良質なコンテンツを制作することが可能であると考えております。

　加えて、当社ではアプリ・ウェブ・SNSなどの自社メディアにおいて多くのユーザーを抱えており、高いリーチ力

を有しております。トレンドやユーザーの嗜好に沿った良質なコンテンツをリーチ力の高い当社のメディアで配信す

ることにより、メーカー等のクライアントは高い広告効果を得ることができると考えております。

 

デジタルサイネージによるリテールメディアプラットフォームの構築
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　食品・飲料・酒類においては、その購買の95.5％が店頭でなされており（注１）、店頭において商品の魅力を消費

者に示し、購買を促すことは食品・飲料業界にとって重要なテーマとなっており、これらを実現する手段として、店

頭デジタルサイネージ等のリテールメディアの重要性は今後更に高まることが予想されます。

　当社は全国の小売店舗内に設置されている11,000台以上の店頭デジタルサイネージへの広告配信サービスを提供し

ており、店舗内における消費者の最終的な意思決定をサポートすることが可能なストアビジョン広告は、「購買に最

も近い広告」として、店頭での販売促進を図る強力な手段として多くの広告主に利用されております。

（注１）経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」（2025年８月）

 

 

食品卸企業との連携によるリテールメディア戦略

 

　当社は大手食品卸企業の伊藤忠食品株式会社（以下「ISC」という。）との業務提携契約に基づき、デジタルサイ

ネージの設置・運営及び、ストアビジョン広告の販売を共同で行っております。ISCは国内食品流通業界の主要プレ

イヤーとして、小売・流通企業や食品メーカーとの強力なネットワークを有しており、同社との協業を通じて、デジ

タルサイネージの導入や広告案件の獲得、販促データの獲得を推進しております。また、同じく国内食品流通業界の

主要プレイヤーである加藤産業株式会社や旭食品株式会社ともリテールメディア領域での協業を行うなど、食品卸企

業との提携強化を図っております。

　当社は、食品・飲料メーカー及び小売企業との関係が密接な食品卸企業とのアライアンスの構築により、デジタル

サイネージ等のリテールメディアの構築を加速させるとともに、当社が保有するデジタル広告に関する知見やレシピ

コンテンツ等を活用することで、広告主への効果的なソリューションの提供を実現しております。

　なお、ISCと締結している業務提携契約の内容については、「第２　事業の状況　５　重要な契約等」に記載のと

おりであります。
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広告効果の可視化による広告主の課題解決

 

　当社のMarketing Solutionビジネスにおいては、オンラインメディアやSNSを通じたデジタル広告ソリューション

の提供に加えて、オフラインデータを活用した広告効果の検証を広告主に提供しております。

　デジタル技術の進展に伴い、TV・ラジオなどのマスメディアからスマートフォン・パソコンなどのデジタル媒体へ

と生活者のメディア接触時間は移行しております。そのような変化のなか、広告主は広告出稿媒体を従来のマスメ

ディアからデジタル媒体へと移行させる必要性に迫られている一方で、デジタル広告には、広告施策が実際の消費者

の購買にどの程度寄与したのかを計測することが難しく、費用対効果を可視化できないといった課題がございます。

　当社は、タイアップ広告/ディスプレイ広告/ストアビジョン広告など、多様な広告ソリューションを提供するとと

もに、小売企業、食品卸企業とのリレーションを背景に実店舗での購買データを取得し、広告施策による実際の購買

への影響を検証し、検証に基づく施策を広告主へ提供することが可能です。大手SNSや他のメディアでは計測が難し

いとされている、実店舗での購買効果の可視化の実現は当社ソリューションの優位性に繋がっていると考えておりま

す。

 

 

[事業系統図]
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４【関係会社の状況】

該当事項はありません。
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５【従業員の状況】

(１）提出会社の状況

    2026年５月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

174 （19） 32.6 4.1 6,795

　（注）１．従業員数は就業人員（正社員、契約社員、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（人材会

社からの派遣社員、アルバイト）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しており

ます。

 

(２）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(３）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

最近事業年度

管理職に占める女

性労働者の割合

（％）

（注）１

男性労働者の育児

休業取得率（％）

（注）２

労働者の男女の賃金の差異（％）

（注）１

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

25.0 100.0 73.2 74.3 77.6

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

（１）経営方針

　当社は、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも。」をパーパスに、「前向きなきっかけを、ひとりひとり

の日常にとどける。」をミッションに掲げ、ライフスタイルに根ざした、最適かつ有益な情報をひとりひとりに届け

ることを目指し、各種動画メディアの運営を行ってまいります。

 

　特に主力メディアである「デリッシュキッチン」は「おいしい楽しい「食事」と「健康」をすべての人に」をコン

セプトに誰でも美味しく簡単に作れるレシピ動画を2026年４月末時点で累計で57,000本以上配信しており、現在では

国内最大級のレシピ動画メディアへとその規模を成長させております。

 

　そのようななか、当社では「デリッシュキッチン」を中心とする動画メディアや店頭デジタルサイネージなどのリ

テールメディアを通じたメーカー向けMarketing Solutionビジネスや有料課金サービスなどのConsumerビジネスを中

心に事業を展開させており、今後もその規模を拡大することを目指します。また、中長期での成長戦略として、オン

ラインとオフラインの垣根を越えて「食」に関わる様々なシーンを一気通貫で分析できる盤石なデータプラット

フォームの構築とその強化を掲げております。これらの実現のためには、更なるユーザー基盤の強化を図るととも

に、デジタルサイネージなどのリテールメディアプラットフォームの拡大によるオフライン領域での取り組みの深化

を図ることが重要と考えております。

 

（２）経営環境

　当社はアプリ・Web・SNS等のインターネットを通じたユーザーへのコンテンツの提供、広告主への広告ソリュー

ションの提供を行っております。また、デジタルサイネージなどのリテールメディアを通じた消費者への新たな買い

物体験の提供及び広告主への広告ソリューションの提供を行っております。

　当社が関わるインターネット広告事業においては、大規模プラットフォーマーの成長が大きく起因して、2025年の

国内インターネット広告費が４兆459億円（前年比10.8％増）、インターネット広告媒体費が３兆3,093億円（前年比

11.8％増）と過去最高を更新しております（注１）。インターネット広告事業の中でもビデオ動画の広告市場規模は

１兆275億円となり、前年比21.8％増と拡大を続けております（注２）。今後もモバイル広告の大幅な伸長に加え、

PC デスクトップ向け広告も堅調に推移することが予想されるため、2026年のビデオ動画広告費は１兆1,783億円へと

拡大（前年比14.7％増）する見込みです（注２）。

　また、デジタルサイネージなどを含むリテールメディア市場においては、小売企業のDX化とともに進められる当該

領域への更なる注力及びテクノロジーの普及により、店舗事業者によるリテールメディア広告の市場規模は2029年に

は2024年の約４倍にあたる1,939億円に達し、その中でのデジタルサイネージにおける広告の市場規模は2029年には

350億円に到達する見込みです（注３）。

（注１）電通「2025年日本の広告費」

（注２）CARTA HOLDINGS /電通/電通デジタル/セプテーニ「2025年日本の広告費 インターネット広告媒体費詳細分

析」

（注３）CARTA HOLDINGS「リテールメディア広告市場調査」2026年１月

 

（３）経営戦略等

　持続的な成長による企業価値向上を図るため、以下の事項を実現することを重要な経営戦略と位置付けておりま

す。

 

① 新規ユーザーの獲得及びユーザーアクティビティの活性化

　当社はライフスタイルに根ざした最適かつ有益な情報をユーザーに提供することをコンセプトに、レシピ動画メ

ディアの「デリッシュキッチン」を始めとする複数の動画メディアの運営を行っております。

　特に主力メディアである「デリッシュキッチン」は、国内最大級のユーザー基盤を有したレシピ動画メディアと

なっており、それらは当社の事業運営上、重要なアセットとなっております。

　今後も継続してコンテンツラインナップの拡充やカスタマーサポートの強化を通じて、ユーザーの利便性を向上さ

せることで、新規ユーザーの獲得及びユーザーアクティビティの活性化に取り組んでまいります。

 

② オンライン×オフラインの融合による高度なマーケティング機会の提供

　広告主に対し、消費者がブランドや商品を認知し、最終的に店頭で購入するまでのすべてのシーンにおけるマーケ

ティングの支援を提供するとともに、オンライン/オフライン両面の「食生活行動ビッグデータ」を活用した最適な

広告プランニングの提供や購買効果の可視化の実現を目指します。
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　当社は強固なユーザー基盤に支えられたオンラインデータの分析に基づくインターネット上での効果的な広告ソ

リューションの提供に加え、デジタルサイネージなどのオフラインアセットを活用した実店舗での販促支援や購買

データに基づく広告効果の可視化を広告主に提供することが可能です。

　今後は、オンライン/オフライン両面での独自のデータの獲得やデータ分析基盤の構築に注力することにより、消

費者・メーカー・小売企業をつなぐ「食」のプラットフォームとしての地位の確立を目指します。

 

③ 広告主への提供価値の高度化による顧客単価の向上

　当社は、SNSやレシピ動画メディア、デジタルサイネージなど、多種多様な配信面での広告配信ソリューションの

提供が可能であり、これにより消費者がブランドや商品を認知し、最終的に店頭で購入するまでのすべてのシーンに

おけるマーケティングを支援することが可能であるとともに、オフラインデータを活用することで、通常のデジタル

広告では困難とされる購買データに基づく広告効果の可視化が可能です。

今後も、広告ソリューションにおける提供価値を高めることで、同一顧客に対するソリューションの幅を拡張すると

ともに継続出稿を獲得し、顧客単価の最大化を実現してまいります。

 

④ リテールメディア領域での取り組みの強化

　社会の変化とともに、消費者の行動や価値観、情報収集手段が多様化するなかにおいて、消費者の購買にもっとも

近いポイントでの広告配信やデータ収集が可能なリテールメディアへの注目が近年急速に高まっております。

　特に当社はリテールメディアの一種である店頭デジタルサイネージの設置を通じた消費者への新たな買い物体験の

提供及び広告主への広告ソリューションの提供を過去から継続的に行っております。現在デジタルサイネージを通じ

た広告ソリューションであるストアビジョン広告は「購買に最も近い広告」として、店頭での販売促進を図る強力な

手段として多くの広告主に利用されております。今後も更なる拡大が予想されるデジタルサイネージ市場において、

シェアを拡大するとともに、更なる収益の拡大を狙ってまいります。

　また、現在小売企業向けに提供している消費者向けアプリの開発・導入支援を加速させることにより、リテールメ

ディア領域での取り組みを深化させ、オフラインデータの蓄積によるデータ基盤の強化を図ります。

 

（４）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社は、持続的な企業価値向上を果たすためには、当社の主力事業であるMarketing Solutionビジネスの事業拡大

が重要であると考えており、当該ビジネスの売上高及びそれらを構成する顧客社数・顧客単価が経営上の重要な指標

であると考えております。

 

　加えて、当社は新規顧客の獲得はもとより、複数の広告配信ソリューションや購買効果の可視化までを含めた複合

的な施策を広告主に提供し続けることによって、顧客単価を向上させることが重要であると考えており、当社の成長

戦略の進捗を示す指標として顧客社数のうち、顧客単価が１千万円以上の顧客（以下「ロイヤル顧客」という。）の

社数を重要な指標として置いております。

 

[Marketing Solutionビジネス - 各種指標]

 

 

第９期事業年度

（自 2023年７月１日 至

2024年６月30日）

第10期事業年度

（自 2024年７月１日 至

2025年６月30日）

第11期第３四半期

累計期間

（自 2025年７月１日 至

2026年３月31日）

（注１）

売上高

（百万円）
2,268 3,144 3,020

顧客社数

（社）
564 588 577

-うち

ロイヤル顧客（社）
42 62 66

顧客単価

（百万円）
4.0 5.3 5.2

（注１）2026年６月期については、第３四半期累計期間での売上高及びそれらに対応する顧客社数・顧客単価をお示

ししております。
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　当社は、今後もオンライン及びオフラインを横断する「食生活行動ビッグデータ」と独自のコンテンツ制作力等を

源泉として、広告主の課題解決に直結する効果的なソリューションを提供し続けます。これらを通じて、新規顧客の

獲得はもとより、既存顧客からの売上を最大化させ、顧客単価の向上を実現いたします。これにより、Marketing

Solutionビジネスの持続的な売上成長、ひいては中長期的な企業価値の最大化に努めてまいります。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社におきましては、以下を主な経営課題と認識しております。

 

① コーポレート・ガバナンスの強化

　当社は、持続的な成長による企業価値向上の実現のためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考

えております。このため、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意

思決定体制の構築に取り組んでまいります。

 

② 優秀な人材の確保

　当社は、持続的な企業価値向上のためには、優秀な人材の確保が継続して必要であると考えており、今後の事業拡

大のために必要なスキルを備えた人材を適切に確保するとともに、育成を行っていく必要があると認識しておりま

す。また将来を担う人材として、毎年継続的に新卒者を採用する方針です。

 

③ 組織体制の強化

　当社は、動画メディアの運営やメーカーへの広告ソリューションの提供などを推進するにあたり、優秀な人材の採

用・育成に取り組むことが重要であると認識しております。組織設計においては、計数管理に基づいた効率的なオペ

レーション体制を基盤としながら、少人数単位でのチーム制を採用すると同時にチームごとの自立性を促すよう権限

の委譲を推し進めることで意思決定の質とスピードを維持するなど、従業員のパフォーマンスを最大化させる取り組

みを引き続き継続していく方針です。

 

④ システム基盤の強化及び技術革新への対応

　当社は、先進的なテクノロジーを基盤とした新規サービスや新たなインターネット端末等の技術革新への対応が、

事業展開上の重要な要素であると認識しております。また、サービスをインターネット上で展開していることから、

サービス提供に係るシステム稼働の安定性を確保することが経営上の重要な課題であると認識しております。

 

⑤ 知名度・コーポレートブランド価値の向上

　当社の提供する各サービスの利用拡大と継続的な企業価値の向上を実現していくためには、ユーザーから支持され

るサービスの提供に加え、各サービスの知名度や当社のコーポレートブランド価値の向上も不可欠であると考えてお

ります。事業を支える優秀な人材の獲得や他社との提携等をより有利に進めるためにも、今後も費用対効果を見極め

ながら広告宣伝活動及び広報活動に取り組んでまいります。

 

 

⑥ 財務基盤の強化
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　当社は、2026年６月期第３四半期累計期間において営業利益・経常利益ともに黒字を計上しているうえ、事業活動

を行うにあたって十分な手元流動性を確保している状況のため、現状において財務健全性に係る特筆すべき課題は認

識しておりません。しかしながら、業容拡大とともに、人材採用等に係る支出の拡大、売上規模の拡大に伴う運転資

金の増加等が発生する可能性があるため、これらに備えた資金調達及び財務基盤の強化に努めてまいります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

（１）ガバナンス

　当社は持続的な成長による企業価値向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化を通じた経営の透明性・公正

性の維持・向上が重要であると認識しております。

　当社では、経営の透明性・公正性の維持・向上を図るため、代表取締役による意思決定に関する諮問機関として、

全社経営会議を設けるとともに、リスクマネジメント及びコンプライアンスの観点から、代表取締役に直属する組織

としてリスクマネジメント委員会を設けております。なお、全社経営会議及びリスクマネジメント委員会ともに、監

査役がその意思に基づき参加及び意見陳述することができる組織としており、リスク管理や経営上の重要事項に関す

る意思決定に対して外部からの牽制が機能する体制を構築しております。

 

（２）人的資本に関する戦略並びに取り組み

　当社では、人的資本を持続的な企業価値向上のための最も重要な経営資源の一つであると認識しており、多様な人

材が最大限のポテンシャルを発揮し、安心して働ける職場環境や教育制度の整備に注力しております。

　当社にて実施している具体的な施策は次のとおりであります。

 

① バリュー評価制度

　全社的な行動規範として、５つのバリュー（「360°誠実。」「ユーザーの半歩先を形に。」「数字と感性を往復

する。」「多彩な視点をつなぐ。」「100％の愛とこだわりを込める。」）を策定し、それらに沿った人材を評価す

るための定性評価基準を全社的な人事評価基準に組み込むことで組織文化の醸成を図っております。

② 人材育成

　新入社員からマネジメント層までの各階層に応じた研修を実施しております。具体的には、新入社員・中途入社社

員向けのオリエンテーション研修やマネジメント層を対象とする外部講師によるマネジメント研修などを通じて、早

期のオンボーディングやスキルアップを支援しております。

③ キャリア形成支援

　若手社員向けのクロスメンター制度やマネジメント層向けのキャリア面談を通じて、従業員の目標やスキル、課題

を明確にし、それらに合わせた育成や配置を行うことで中長期的な従業員のキャリア形成を支援しております。

④ 社内コミュニケーション活性化

　外部ツールを利用したピアボーナス制度の導入や社内懇親会への費用補助制度などを通じて、従業員同士のコミュ

ニケーションの活性化並びに一体感のある組織文化の醸成を図っております。

⑤ 組織サーベイの実施

　全社員を対象に、仕事への意識やモチベーションなどに関するアンケート調査を毎月実施することで、組織の状態

を適切に把握するとともに、それらデータから得られる示唆を人事施策の立案や改善に活用しております。

 

（３）リスク及び機会

　当社は全社的なリスク管理体制の構築を目的に、リスクマネジメント規程を制定するとともに、リスクマネジメン

ト規程に則り、代表取締役直轄のリスクマネジメント委員会を設置し、当社が直面するリスク及び機会又は将来発生

する可能性のあるリスク及び機会を識別し、識別したリスク及び機会に対して組織的かつ適切な対応策を講じており

ます。

　また、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、内部統制システム構築の基本方針を策

定しており、当該方針に基づき、内部通報システムの構築や内部監査などを実施しております。

 

（４）指標及び目標

　当社では、本書提出日現在において、人材の多様性の確保を含む人材の育成及び社内環境整備の実効性を評価する

ための具体的な指標や目標は設定しておりませんが、施策を進めるなかで、関連指標のデータ収集と分析を進め、適

切な指標及び目標を設定し、その進捗に合わせた開示項目を検討してまいります。
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３【事業等のリスク】

　当社の事業運営及び展開等について、リスク要因として考えられる主な事項を以下に記載しております。中には当

社として必ずしも重要なリスクとは考えていない事項も含まれておりますが、投資判断上、若しくは当社の事業活動

を十分に理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点からリスク要因と

して挙げております。

　当社はこれらのリスクの発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努める

方針ですが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載も併せて、慎重に判断した上で行われる必要が

あると考えます。また、これらは投資判断のためのリスクをすべて網羅したものではなく、さらにこれら以外にも

様々なリスクを伴っていることにご留意頂く必要があると考えます。なお、文中の将来に関する記載は、本書提出日

現在において当社が判断したものであります。

 

（１）事業環境に関わるリスクについて

① インターネット関連市場について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：未定）

　当社はインターネット上での動画メディアを通じたサービスを主力としており、インターネット利用の多様化や端

末増加といった普及の進展が事業成長の基盤です。しかし、インターネット利用が日常化する一方で、今後の動向は

不確実であり、検索アルゴリズムやシステムの変更、新たな規制の導入など、予期せぬ事象などがその普及に大きな

変化をもたらした場合、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

② 外部要因による業績の変動について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：未定）

　当社が事業を展開するインターネット広告市場はインターネットの普及とともに拡大傾向にあり、今後も当該市場

は拡大していくものと想定されます。

　一方で、広告市場は一般に景気動向への感応度が高く、急激な経済環境の変化や市況の悪化等により、主要クライ

アントであるメーカー等が広告宣伝費を抑制するリスクを内包しております。このような事態が生じた場合、当社は

当初想定した売上・利益を確保できず、予算と実績との間で乖離が生じる可能性があります。

　当社では、各事業毎の予算・実績管理を徹底し、乖離が生じないように努めますが、仮に外部環境の変化により業

績予想から大幅な乖離が見込まれる状況が発生した場合は、速やかに業績予想を修正し、適切な開示を行う方針でお

ります。

 

③ 業績の季節性について（発生可能性：中、影響度：中、発生の可能性のある時期：未定）

　当社の主力事業であるMarketing Solutionビジネスにおいては、食品・飲料メーカー等の広告主の出稿意欲が年末

及び年度末に高くなる傾向にあることから、第２四半期（10月～12月）及び第３四半期（１月～３月）の売上高や利

益が相対的に高くなるといった季節変動が生じる傾向がございます。

　当社では、新規顧客の獲得や既存顧客との関係深化を通じた通年での安定的な受注の獲得に努めておりますが、当

該季節性の変動が当社の想定を上回る程度で顕在化した場合や、景気悪化等により年末・年度末における広告主の出

稿意欲が低下した場合には、特定の四半期における業績の悪化が当社の事業年度全体の業績及び財政状態に悪影響を

与える可能性があります。なお、当社の四半期ごとの業績を評価するにあたっては、上記のような季節変動の影響を

踏まえて判断いただく必要があります。

 

④ 新規参入と競合について（発生可能性：中、影響度：中、発生の可能性のある時期：中期）

　当社はインターネット上での動画メディアの運営及びメディアを通じたインターネット広告ソリューションを展開

しておりますが、いずれの領域においても既に多数の競合他社が存在しており、一定の競争環境があるものと認識し

ております。当社では創業以来培った高いコンテンツ制作力や広告主への幅広いソリューションの提供などにより、

競争優位性を有していると認識しておりますが、今後、豊富な資金力、強力な販売促進力、広範な顧客ネットワー

ク、高い認知度や専門性を持つ企業などが市場に参入・拡大する等により、競争が激化した場合には、顧客離れやコ

スト増大等を招き、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

⑤ 技術革新について（発生可能性：中、影響度：中、発生の可能性のある時期：中期）

　当社の事業領域であるインターネット業界は、急速な顧客ニーズ及び市場環境の変化が特徴であり、その潮流に対

応するための新技術の導入が相次いで行われております。足許においても、生成AIをはじめとする新技術のビジネス

への活用が急速に進展している状況のなか、当社においても、最先端技術の動向を常に注視し、事業への応用可能性

を探るとともに、独自の技術開発にも取り組んでおります。しかし、今後の技術革新のスピードは予測困難であるう

え、新技術の活用のために必要なスキルを持つ人材の獲得競争は激化しています。これらの変化に対する適切な対応

が遅れたり、必要な技術革新や新技術の導入が円滑に進まない場合には、当社の業界における競争優位性が低下し、

ひいては当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

（２）事業内容に関わるリスクについて

① メディア関連事業への依存について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：未定）
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　当社はインターネット上での動画メディアを通じたデジタル広告ソリューションの提供及びユーザー向け有料課金

を主な事業としており、当該領域に経営資源を集中させているうえ、収益の多くを動画メディア経由で獲得しており

ます。

　当社では、中長期での収益力の分散を図るため、今後の新たな収益源となる事業の育成を継続しておりますが、現

在の状況下においては、事業環境の変化等により、安定的な動画メディアの運営が困難となった場合、当社の事業展

開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

② システムトラブルについて（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：未定）

　当社は運営するサービスにおけるシステムトラブルの発生可能性を低減させるために、システム強化やセキュリ

ティ強化を実施し、トラブルが発生した場合であっても早期に復旧できるような体制を整えております。

　しかしながら、大規模な自然災害や事故(社内外の人的要因によるものを含む)等の発生や、想定を上回るアクセス

集中等により開発業務やシステムに重大な被害が生じた場合、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可

能性があります。

 

③ 大手プラットフォーマーの動向について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：長期）

　当社のメディア関連事業はApple Inc.及びGoogle LLCによる、App StoreやGoogle Playといったプラットフォーム

を通じたユーザーへのアプリの提供を前提としております。このため、これらの大手プラットフォーマーによる運営

状況や方針変更は、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

④ 広告掲載の対象となる商品やサービス及び起用タレント等によるレピュテーションリスク（発生可能性：小、影

響度：中、発生の可能性のある時期：未定）

　当社はインターネット上の動画メディアを通じたデジタル広告ソリューションを提供しておりますが、広告掲載の

対象となる商品やサービスに重大な欠陥や社会的問題が生じた場合や、タイアップ広告等の配信素材の制作の過程で

起用する外部タレントやインフルエンサーにより不適切な行動や情報発信などが行われた場合、広告媒体主としての

当社の社会的評判が低下するリスクがあります。

　当社では広告掲載ガイドラインに基づく厳格な広告審査や、モニタリング体制の構築等により当該リスクの低減を

図っておりますが、予期せぬ事象により当社のブランド価値が毀損された場合、ユーザーの離反や収益減少を通じ

て、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

（３）法的規制について

① インターネットにおける法的規制等について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：中期）

　当社はインターネットを活用して事業を展開しております。そのため、今後インターネットの利用自体やインター

ネット関連サービス又はインターネット関連事業を営む事業者を規制対象として、新たな法令等の制定や既存法令の

解釈変更等がなされた場合には、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

② 個人情報保護について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：未定）

　当社が運営する動画メディアサービスはユーザーの個人情報を取得、利用するとともに第三者への提供も行ってい

るため、「個人情報の保護に関する法律」、その他法令に基づき、個人情報保護に関する義務を課されています。当

社は、個人情報の外部漏洩の防止はもちろん、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報の管理を事業運営上

の重要事項と捉え、保護管理体制の確立に努めており、個人情報取扱規程を制定し、個人情報の取り扱いに関する業

務フローを定めて厳格に管理するとともに、役職員を対象として社内教育を徹底する等、同法及び関連法令並びに当

社に適用される関連ガイドラインの遵守に努め、個人情報の保護に積極的に取り組んでいます。

　しかしながら、当社が保有する個人情報等につき漏洩、改ざん、不正使用等が生じる可能性が完全に排除されてい

るとは言えません。したがって、これらの事態が起こった場合には、適切な対応を行うための相当なコスト負担、損

害賠償による損失、社会的信用やブランドイメージの低下によって、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生

じる可能性があります。

 

③ 知的財産権に係る方針等について（発生可能性：小、影響度：中、発生の可能性のある時期：未定）

　当社による第三者の知的財産権侵害については、その発生を防ぐべく調査その他の対応を行っておりますが、その

解釈の違い等、第三者の知的財産権侵害の可能性は完全に排除されているとは言えません。第三者の知的財産権を侵

害した場合においては、当社が損害賠償請求や差止請求等、又は当社に対するロイヤリティの支払要求等を受けるこ

とにより、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

④ その他法的規制等について（発生可能性：小、影響度：中、発生の可能性のある時期：未定）

　当社は上記のほか、不当景品類及び不当表示防止法、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延

等の防止に関する法律等、各種法令の適用を受けておりますが、これら当社に適用のある各種法令や税制等につい
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て、今後変更があった場合や新たな規制が導入された場合には、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる

可能性があります。

 

（４）事業運営体制について

① 優秀な人材の確保について（発生可能性：中、影響度：中、発生の可能性のある時期：中期）

　当社は、持続的な企業価値向上のためには、優秀な人材の確保が継続して必要であると考えており、今後の事業拡

大のために必要なスキルを備えた人材を適切に確保するとともに、育成を行っていく必要があると認識しておりま

す。また将来を担う人材として、毎年継続的に新卒者を採用する方針です。

　しかしながら、当社が求める優秀な人材の確保や育成が計画どおり進まなかった場合、及び既存の人材が社外流出

した場合には、競争力の低下や事業拡大の制約要因が生じ、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能

性があります。

 

② 特定の人物への依存について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：長期）

　当社は代表取締役社長である吉田大成に経営の重要な部分を依存しております。現在当社では、吉田大成に過度に

依存しないよう、内部管理体制の整備や幹部人材の育成を行うなど、体制の整備に努めておりますが、何らかの理由

により、吉田大成による当社業務の遂行が困難となった場合には、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じ

る可能性があります。

 

③ ISCとの関係について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：未定）

当社は2019年７月にISCとデジタルサイネージ事業の領域における協業を目的とし、業務提携契約を締結しておりま

す。本書提出日現在、同社は当社発行済株式数の11.98％を保有しております。

 

　同社とは業務提携契約に基づき、小売企業へのデジタルサイネージ設置に関する営業、設置後の保守・運用、広告

主への広告ソリューション（ストアビジョン広告）の営業などの業務を共同で実施しております。特に、デジタルサ

イネージを通じた広告配信ソリューションであるストアビジョン広告は当社の重要な収益源となっております。ま

た、同社より社外取締役として佐伯泰昌を受け入れております。

　同社との関係は良好であり、今後もデジタルサイネージ領域における提携関係は継続される見通しでありますが、

市場環境の変化や同社の方針の変更などにより、現在の提携関係を維持することが困難となる事態が生じた場合、当

社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

（５）その他のリスクについて

① KDDIグループとの取引について（発生可能性：大、影響度：中、発生の可能性のある時期：短期）

　KDDI株式会社及び同社のグループ会社（以下、総称して「KDDIグループ」という。）は当社の主要な取引先の一つ

となっており、ECサイトにおけるライブコマース機能のシステムの保守・運用や、番組制作、動画制作受託などの取

引を実施しており、2025年６月期においては、その他ビジネスの区分で、KDDI株式会社に対して198,457千円、KDDI

株式会社の子会社であるauコマース&ライフ株式会社に対して451,353千円の販売実績がございます。また、本書提出

日現在、KDDI株式会社は当社発行済株式数の14.37％を保有しております。

　KDDIグループとは現在も良好な関係を維持しておりますが、同グループにおける経営方針や投資方針の変更等が発

生した場合は、当社との取引方針についても変更される可能性があります。また、現時点において、今後同グループ

に対する売上が減少する見込みがございます。加えて、上記に記載したauコマース&ライフ株式会社への販売の根拠

となる、au PAY マーケット上のライブコマースの共同運営に関する契約につき、同社から2026年９月30日をもっ

て、同契約を終了する旨の通知を受領しており、以降、同社への販売が減少する可能性が高い状況となっておりま

す。

　当社では、特定の取引先への依存度を低減するため、新規顧客の開拓や既存事業の拡大を通じた収益基盤の多角化

を推進しておりますが、これらの施策が想定通りに進捗せず、取引減少による影響を十分に補完できない場合には、

当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

② 係争・訴訟の発生について（発生可能性：小、影響度：中、発生の可能性のある時期：短期）

　当社はサービスの提供にあたっては、法的規制やコンテンツの安全性等についても確認を行った上でリスクを低減

させることに努めておりますが、当社が事業を拡大していく中で、取引先又はユーザー等の間で係争等の紛争が生

じ、これにより訴訟等が提起された場合、レピュテーションの悪化や損害賠償責任等を負うことにより、当社の事業

展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

 

③ 自然災害等について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：未定）

　当社では、自然災害、事故等に備え、システムの定期的なバックアップ、稼働状況の監視等により、トラブルの未

然防止又は回避に努めておりますが、当社の所在地近辺において、大規模な自然災害や事故等が発生した場合、当社
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設備の破壊や電力供給の制限等、事業継続に支障をきたす事象が発生し、当社の事業展開、業績、財務状況に悪影響

が生じる可能性があります。

 

④ ベンチャーキャピタル等の株式保有割合について（発生可能性：大、影響度：小、発生の可能性のある時期：未

定）

　当社の発行済株式総数に対するベンチャーキャピタル、ベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合及びエン

ジェル投資家（以下「ベンチャーキャピタル等」という。）の本書提出日時点における当社株式の保有割合は

31.43％であります。今後、当社株式の株価推移によっては、ベンチャーキャピタル等が所有する当社株式の全部又

は一部を売却する可能性が考えられ、その場合、株式市場における当社株式の需給バランスが一時的に損なわれ、当

社の株価に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤ ストック・オプション制度について（発生可能性：大、影響度：小、発生の可能性のある時期：短期）

　当社は業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストック・オプション制度を採用しており、会社

法の規定に基づく新株予約権を当社取締役及び従業員等に付与しております。これらの新株予約権又は今後付与され

る新株予約権が行使された場合、株式価値が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日現在における新株予約

権による潜在株式数は1,920,000株であり、発行済株式総数19,632,808株の9.78％に相当します。

 

⑥ 配当政策について（発生可能性：小、影響度：中、発生の可能性のある時期：長期）

　当社は株主への利益還元を経営上の重要な課題として認識しており、事業基盤の整備状況や事業展開の状況、業績

や財政状況を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

　ただし、いまだ成長段階である現時点においては、事業拡大のための内部留保の充実を図り、収益力強化のための

開発投資や優秀な人材の確保など、資金を成長投資に充当することで更なる事業拡大をすることが将来的な株主に対

する最大の利益還元につながると考えており、当社設立以来、配当を実施しておりません。

　将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら配当を実施していく方針でありますが、現時点において配当の

実施時期等については未定であります。

 

⑦ 資金使途について（発生可能性：小、影響度：大、発生の可能性のある時期：中期）

　当社は今回の公募増資により新たに調達した資金を、事業拡大のための採用活動費及び人件費、広告宣伝費に充当

する予定です。

　しかしながら、当社が属する業界において急速に事業環境が変化することも考えられ、現時点における資金使途計

画以外の使途へ資金を充当する可能性があります。また、当初の計画に沿って資金を使用した場合においても想定し

た投資効果が得られない可能性もあります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１）経営成績等の状況の概要

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおり

であります。

 

①　財政状態の状況

第10期事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

（資産）

当事業年度末における流動資産は2,348,360千円となり、前事業年度末に比べ46,171千円減少いたしまし

た。これは主に売掛金が64,871千円、前払費用が49,316千円増加した一方で、現金及び預金が153,580千円減

少したこと等によるものであります。主な要因としては、売上の拡大による売上債権の増加やメディア規模の

拡大に伴うツール費用等の支払いの増加であります。

　固定資産は97,284千円となり、前事業年度末に比べ17,007千円増加いたしました。これは主に本社における

PC等の機器の購入により、有形固定資産が10,995千円増加したことや長期前払費用が5,682千円増加したこと

等によるものであります。

この結果、総資産は2,445,645千円となり、前事業年度末に比べ29,163千円減少いたしました。

 

（負債）

当事業年度末における流動負債は856,707千円となり、前事業年度末に比べ210,819千円増加いたしました。

これは主に固定負債からの振替により１年内返済予定の長期借入金が179,880千円、契約負債が31,938千円そ

れぞれ増加した一方で、未払金が27,620千円、未払費用が14,894千円それぞれ減少したこと等によるものであ

ります。

　固定負債は301,127千円となり、前事業年度末に比べ207,244千円減少いたしました。これは主に流動負債へ

の振替により長期借入金が201,720千円減少したこと等によるものであります。

　この結果、負債合計は1,157,835千円となり、前事業年度末に比べ3,575千円増加いたしました。

 

（純資産）

　当事業年度末における純資産合計は1,287,809千円となり、前事業年度末に比べ32,738千円減少いたしまし

た。これは、当期純損失を32,738千円計上したことによるものであります。

 

第11期中間会計期間（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

（資産）

　当中間会計期間末における流動資産は2,539,518千円となり、前事業年度末に比べ191,157千円増加いたしま

した。これは主に売上の拡大により売掛金が167,648千円、現金及び預金が13,455千円増加したこと等による

ものであります。

　固定資産は98,282千円となり、前事業年度末に比べ997千円増加いたしました。これは主に本社における複

合機のリース契約を締結したこと等により、有形固定資産が1,205千円増加したこと等によるものでありま

す。

　この結果、総資産は2,637,800千円となり、前事業年度末に比べ192,155千円増加いたしました。

 

（負債）

　当中間会計期間末における流動負債は、802,828千円となり、前事業年度末に比べ53,879千円減少いたしま

した。これは主に、未払金が21,312千円増加した一方で、契約負債が25,596千円、その他が37,294千円減少し

たこと等によるものであります。

　固定負債は303,338千円となり、前事業年度末に比べ2,210千円増加いたしました。

　この結果、負債合計は1,106,166千円となり、前事業年度末に比べ51,669千円減少いたしました。

 

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産合計は1,531,634千円となり、前事業年度末に比べ243,824千円増加いたし

ました。これは主に中間純利益を243,824千円計上したことによるものであります。

 

第11期第３四半期累計期間（自　2025年７月１日　至　2026年３月31日）

（資産）

　当第３四半期会計期間末における流動資産は2,594,706千円となり、前事業年度末に比べ246,345千円増加い

たしました。これは主に、売上の拡大により現金及び預金が147,162千円、売掛金が130,357千円増加した一方
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で前払費用が29,486千円減少したこと等によるものであります。固定資産は97,316千円となり、前事業年度末

に比べ31千円増加いたしました。

　この結果、総資産は2,692,022千円となり、前事業年度末に比べ246,377千円増加いたしました。

 

（負債）

　当第３四半期会計期間末における流動負債は780,552千円となり、前事業年度末に比べ76,155千円減少いた

しました。これは主に、賞与引当金が24,033千円、預り金が13,395千円、その他が36,011千円それぞれ減少し

たこと等によるものであります。固定負債は303,125千円となり、前事業年度末に比べ1,997千円増加いたしま

した。

　この結果、負債合計は1,083,677千円となり、前事業年度末に比べ74,157千円減少いたしました。

 

（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産合計は1,608,345千円となり、前事業年度末に比べ320,535千円増加

いたしました。これは主に、四半期純利益を320,535千円計上したことによるものであります。

 

②　経営成績の状況

第10期事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

　当社は、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも。」をパーパスに、ライフスタイルに根ざした、最適

かつ有益な情報をひとりひとりに届けることを目指し、レシピ動画メディアの「デリッシュキッチン」、ファミ

リー向け動画メディア「トモニテ」など複数の動画メディアを運営しております。主力メディアである「デリッ

シュキッチン」においては、管理栄養士監修の「簡単・おいしい・安全な」動画レシピコンテンツを多数公開し

ており、現在では国内最大級のレシピ動画メディアとして、ユーザーへ良質なコンテンツを提供し続けておりま

す。

　当社は、動画メディアやデジタルサイネージの運営、小売企業の支援を通じて、オンライン/オフライン両面

での膨大な1st party dataを有しております。主力メディアの「デリッシュキッチン」では、強固なユーザー基

盤を構築しており、各ユーザーの「性別」「家族構成」「就業状況」などの属性情報はもちろん、「レシピの検

索傾向」「レシピ視聴履歴」「料理スキル」「商品認知度」など、「食」に関わる様々なデータを保有しており

ます。また、デジタルサイネージの運営や小売企業の支援、外部企業とのアライアンスを通じて、店頭での消費

者の購買データやサイネージ視聴データなど多様なオフラインデータを取得することが可能です。

　当社では、上記のアセットを活用し、食品メーカー等の広告主向けにブランド・商品の認知向上や販売促進の

支援を行うMarketing Solutionビジネス及び「デリッシュキッチン」アプリの有料課金サービスを始めとする

Consumerビジネスを展開しております。

　当社が関わるインターネット広告事業においては、大規模プラットフォーマーの成長が大きく起因して、2024

年の国内インターネット広告費が３兆6,517億円（前年比9.6％増）、インターネット広告媒体費が２兆9,611億

円（前年比10.2％増）と過去最高を更新しております（注１）。インターネット広告事業の中でもビデオ動画の

広告市場規模は8,439億円となり、前年比23.0％増と拡大を続けております。今後もデジタル広告の大幅な伸長

に加え、PC デスクトップ向け広告も堅調に推移することが予想されるため、2025年のビデオ動画広告費は9,677

億円へと拡大（前年比14.7％増）する見込みです（注２）。また、デジタルサイネージなどを含むリテールメ

ディア市場においては、小売企業のDX化とともに進められる当該領域への更なる投資及びテクノロジーの普及に

より、店舗事業者によるリテールメディア広告の市場規模は2028年には2023年の約５倍にあたる1,750億円に達

し、その中でもデジタルサイネージにおける広告の市場規模は2028年には350億円に到達する見込みです（注

３）。

　このような状況下において、当社は新規ユーザーの獲得及びユーザーアクティビティの活性化や広告ソリュー

ションの販売強化に取り組みました。その結果、当事業年度の業績につきましては、売上高4,250,933千円、営

業損失24,277千円、経常損失30,306千円、当期純損失32,738千円となりました。

　なお、当社はメディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

（注１）電通「2024年日本の広告費」

（注２）CARTA HOLDINGS /電通/電通デジタル/セプテーニ「2024年日本の広告費 インターネット広告媒体費詳

細分析」

（注３）CARTA HOLDINGS「リテールメディア広告市場調査」2025年１月
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第11期中間会計期間（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

　当社は、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも。」をパーパスに、ライフスタイルに根ざした、最適

かつ有益な情報をひとりひとりに届けることを目指し、レシピ動画メディアの「デリッシュキッチン」、ファミ

リー向け動画メディア「トモニテ」など複数の動画メディアを運営しております。主力メディアである「デリッ

シュキッチン」においては、管理栄養士監修の「簡単・おいしい・安全な」動画レシピコンテンツを多数公開し

ており、現在では国内最大級のレシピ動画メディアとして、ユーザーへ良質なコンテンツを提供し続けておりま

す。

　当社は、動画メディアやデジタルサイネージの運営、小売企業の支援を通じて、オンライン/オフライン両面

での膨大な1st party dataを有しております。主力メディアの「デリッシュキッチン」では、強固なユーザー基

盤を構築しており、各ユーザーの「性別」「家族構成」「就業状況」などの属性情報はもちろん、「レシピの検

索傾向」「レシピ視聴履歴」「料理スキル」「商品認知度」など、「食」に関わる様々なデータを保有しており

ます。また、デジタルサイネージの運営や小売企業の支援、外部企業とのアライアンスを通じて、店頭での消費

者の購買データやサイネージ視聴データなど多様なオフラインデータを取得することが可能です。

　当社では、上記のアセットを活用し、食品メーカー等の広告主向けにブランド・商品の認知向上や販売促進の

支援を行うMarketing Solutionビジネス及び「デリッシュキッチン」アプリの有料課金サービスを始めとする

Consumerビジネスを展開しております。

　当中間会計期間の業績につきましては、売上高2,597,395千円、営業利益244,193千円、経常利益245,711千

円、中間純利益243,824千円となりました。

　なお、当社はメディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

 

第11期第３四半期累計期間（自　2025年７月１日　至　2026年３月31日）

　当社は、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも。」をパーパスに、ライフスタイルに根ざした、最適

かつ有益な情報をひとりひとりに届けることを目指し、レシピ動画メディアの「デリッシュキッチン」、ファミ

リー向け動画メディア「トモニテ」など複数の動画メディアを運営しております。主力メディアである「デリッ

シュキッチン」においては、管理栄養士監修の「簡単・おいしい・安全な」動画レシピコンテンツを多数公開し

ており、現在では国内最大級のレシピ動画メディアとして、ユーザーへ良質なコンテンツを提供し続けておりま

す。

　当社は、動画メディアやデジタルサイネージの運営、小売企業の支援を通じて、オンライン/オフライン両面

での膨大な1st party dataを有しております。主力メディアの「デリッシュキッチン」では、強固なユーザー基

盤を構築しており、各ユーザーの「性別」「家族構成」「就業状況」などの属性情報はもちろん、「レシピの検

索傾向」「レシピ視聴履歴」「料理スキル」「商品認知度」など、「食」に関わる様々なデータを保有しており

ます。また、デジタルサイネージの運営や小売企業の支援、外部企業とのアライアンスを通じて、店頭での消費

者の購買データやサイネージ視聴データなど多様なオフラインデータを取得することが可能です。

　当社では、上記のアセットを活用し、食品メーカー等の広告主向けにブランド・商品の認知向上や販売促進の

支援を行うMarketing Solutionビジネス及び「デリッシュキッチン」アプリの有料課金サービスを始めとする

Consumerビジネスを展開しております。

 

　当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高3,830,856千円、営業利益323,636千円、経常利益

323,646千円、四半期純利益320,535千円となりました。

　なお、当社はメディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

 

③　キャッシュ・フローの状況

第10期事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べて153,580千円減

少し、1,741,443千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は81,998千円(前事業年度は587,064千円の支出)となりました。これは主に、未

払消費税等の増加額が48,788千円、その他の流動負債の増加額が31,984千円等であった一方、税引前当期純損失

30,306千円、売上債権の増加額が64,871千円、その他の流動資産の増加額が42,973千円あったこと等によるもの

であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は38,624千円(前事業年度は113,171千円の支出)となりました。これは主に、事

業譲受による支出20,275千円、有形固定資産の取得による支出17,473千円があったこと等によるものでありま

す。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は32,958千円(前事業年度は142,138千円の収入)となりました。これは、長期借

入金の返済による支出21,840千円、ファイナンス・リース債務の返済による支出11,118千円があったことによる

ものであります。

 

第11期中間会計期間（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

　当中間会計期間末における資金は、前事業年度末に比べ13,455千円増加し、1,754,898千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は、18,281千円となりました。これは主に、税引前中間純利益の計上が245,711

千円あった一方で、売上債権の増加額が167,648千円、未払消費税等の減少額が37,366千円あったこと等による

ものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は、201千円となりました。これは主に、敷金の差入による支出が651千円あった

一方で、その他の収入が450千円あったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果減少した資金は、4,625千円となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済に

よる支出2,905千円があったこと等によるものであります。

 

④　生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

　当社は、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

ｂ．受注実績

　当社は、受注から売上高計上までの期間が短期であるため、当該記載を省略しております。

 

ｃ．販売実績

　第10期事業年度及び第11期中間会計期間並びに第11期第３四半期累計期間の販売実績は、次のとおりであり

ます。なお、当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、サービス別に記載してい

ます。

サービス名称

第10期事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

第11期中間会計期間
（自　2025年７月１日
至　2025年12月31日）

第11期第３四半期累計
期間

（自　2025年７月１日
至　2026年３月31日）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円） 金額（千円）

Marketing Solution

ビジネス
3,144,601 138.6 2,018,706 3,020,174

Consumerビジネス 436,020 108.8 233,171 350,488

その他ビジネス 670,311 97.1 345,518 460,193

合計 4,250,933 126.5 2,597,395 3,830,856

　（注）最近２事業年度及び第11期中間会計期間及び第11期第３四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
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相手先

第９期事業年度
（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

第10期事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

auコマース＆ライフ株式

会社
392,684 11.7 451,353 10.6

 

相手先

第11期中間会計期間
（自　2025年７月１日
　至　2025年12月31日）

第11期第３四半期累計期間
（自　2025年７月１日
至　2026年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

auコマース＆ライフ株式

会社
210,761 8.1 317,277 8.3

 

(２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお文

中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

①　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。この

財務諸表の作成にあたって、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値に影

響を与える見積りは、主に賞与引当金の評価等を行っています。

　見積り及び判断・評価については、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づいて行っていま

すが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

　なお、賞与引当金については、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しており、実際の支給額との乖

離が生じた場合においても、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与えるものではないと判断しております。

 

②　経営成績等の状況に重要な影響を与える要因について

　当社は、前記「３ 事業等のリスク」に記載のとおり、組織体制に関するリスク及び事業環境に関するリスク等

様々なリスク要因が当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。また、今後継続的に

収益を拡大するためには、主力ビジネスであるMarketing Solutionビジネスの売上高の拡大が必要であると認識し

ております。

　そのため、当社は、優秀な人材の確保や組織体制の整備を引き続き行うとともに、広告主の課題解決に直結する

効果的なソリューションを提供し続けることを通じて、顧客単価の向上を実現し、Marketing Solutionビジネスの

持続的な売上成長を目指してまいります。

 

③　経営成績等の状況に関する分析・検討内容

第10期事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

（売上高）

　当事業年度における売上高は、前事業年度比26.5％増の4,250,933千円となりました。売上高の分析・検討内容

につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析　(1）経営成績等の状況の概要　②経営成績の状況」に記載のとおりであります。

（売上原価、売上総利益）

　当事業年度における売上原価は、前事業年度比36.8％増の1,592,846千円となりました。主な要因としては

Marketing Solutionビジネスの売上増加に伴う広告売上原価等の増加によるものであります。この結果、売上総利

益は、前事業年度比21.1％増の2,658,086千円となりました。

（販売費及び一般管理費、営業損失）

　当事業年度の販売費及び一般管理費は、前事業年度比5.5％減の2,682,364千円となりました。主な要因として

は、新規ユーザー獲得の効率化による広告宣伝費の減少によるものであります。この結果、営業損失は24,277千円

（前事業年度は642,559千円）となり、前事業年度から618,282千円の損失改善となりました。

（営業外収益、営業外費用、経常損失）

　当事業年度の営業外収益は5,211千円となりました。これは主に物品売却益2,205千円、法人カードのポイント還

元収入1,979千円等によるものであります。一方で営業外費用は11,240千円となりました。これは主に支払利息

4,532千円、支払保証料4,718千円等によるものであります。この結果、経常損失は30,306千円（前事業年度は

644,242千円）となり、前事業年度から613,936千円の損失改善となりました。
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（特別損益、当期純損失）

　当事業年度における特別損益の発生はありませんでした。この結果、税引前当期純損失は30,306千円となり、法

人税、住民税及び事業税を2,432千円計上したことにより当期純損失は32,738千円（前事業年度は771,364千円）と

なりました。前事業年度から738,625千円の損失改善となりました。

 

第11期中間会計期間（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

（売上高）

　当中間会計期間における売上高は、前中間会計期間比26.8％増の2,597,395千円となりました。売上高の分析・

検討内容につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　②経営成績の状況」に記載のとおりであります。

（売上原価、売上総利益）

　当中間会計期間における売上原価は、前中間会計期間比38.0%増の1,012,458千円となりました。主な要因として

はMarketing Solutionビジネスの売上増加に伴う広告売上原価等の増加によるものであります。この結果、売上総

利益は、前中間会計期間比20.7％増の1,584,937千円となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

　当中間会計期間の販売費及び一般管理費は前中間会計期間と同程度の1,340,743千円となっております。この結

果、営業利益は244,193千円となり、黒字転換いたしました。

（営業外収益、営業外費用、経常利益）

　当中間会計期間の営業外収益は6,046千円となりました。これは主に受取利息1,600千円、物品売却益2,044千円

等によるものであります。一方で営業外費用は4,528千円となりました。これは主に支払利息2,169千円、支払保証

料2,539千円によるものであります。この結果、経常利益は245,711千円となり、黒字転換いたしました。

（中間純利益）

　当中間会計期間における税引前中間純利益は245,711千円となり、法人税、住民税及び事業税を1,886千円計上し

たことにより中間純利益は、243,824千円となり、黒字転換いたしました。

 

第11期第３四半期累計期間（自　2025年７月１日　至　2026年３月31日）

（売上高）

　当第３四半期累計期間における売上高は、前第３四半期累計期間比21.5％増の3,830,856千円となりました。売

上高の分析・検討内容につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　②経営成績の状況」に記載のとおりであります。

（売上原価、売上総利益）

　当第３四半期累計期間における売上原価は、前第３四半期累計期間比27.5％増の1,480,022千円となりました。

主な要因としてはMarketing Solutionビジネスの売上増加に伴う広告売上原価等の増加によるものであります。こ

の結果、売上総利益は、前第３四半期累計期間比18.0％増の2,350,833千円となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

　当第３四半期累計期間の販売費及び一般管理費は前第３四半期累計期間と同程度の2,027,197千円となっており

ます。この結果、営業利益は323,636千円となり、黒字転換いたしました。

（営業外収益、営業外費用、経常利益）

　当第３四半期累計期間の営業外収益は8,780千円となりました。これは主に受取利息3,426千円、物品売却益

2,044千円等によるものであります。一方で営業外費用は8,769千円となりました。これは主に支払利息3,231千

円、支払保証料3,538千円等によるものであります。この結果、経常利益は323,646千円となり、黒字転換いたしま

した。

（四半期純利益）

　当第３四半期累計期間における税引前四半期純利益は323,646千円となり、法人税、住民税及び事業税を3,111千

円計上したことにより、四半期純利益は320,535千円となり、黒字転換いたしました。

 

④　経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社は、主力事業であるMarketing Solutionビジネスの事業拡大が重要であると考えており、当該ビジネスの売

上高及びそれらを構成する顧客社数・顧客単価が経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための

客観的な指標であると考えております。詳細は、「第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき課

題等　(４）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載のとおりであります。

 

⑤　資本の財源及び資金の流動性

　当社の資金需要のうち主なものは、人件費、広告宣伝費、通信費等の営業費用であります。これらの資金需要に

対する資金財源は、自己資金、金融機関からの借入を基本としております。なお、当面の資金繰りのための資金は

十分に確保していると判断しております。
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⑥　経営者の問題意識と今後の方針に関して

　経営者の問題意識と今後の方針については、「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照くださ

い。
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５【重要な契約等】

 

（１）業務提携に関わる契約

 

①　ISCとの契約について

　当社は、ISCとの間でデジタルサイネージ領域での連携に関する契約を締結しており、その内容は次のとおりであ

ります。

 

契約締結日 2019年７月16日

契約名 業務提携契約

契約締結先 伊藤忠食品株式会社

契約の内容
当社及びISCはサイネージ事業に関し、その設置や保守運営、コンテンツ配信及びサイ

ネージ関連の広告商品の販売に関する業務を分担し、連携して遂行する

（注）１：本書提出日現在において、ISCが保有する当社の株式数は2,351,835株（議決権所有割合：

11.98％）であります。

２：本書提出日現在において、当社とISCとの間で取締役の指名権に関する取り決めはございません

が、小売業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執

行に対する監督、助言をいただくことを期待し、同社から社外取締役として佐伯泰昌氏を受け入れ

ております。

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

第10期事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

当事業年度における設備投資の総額は16,536千円であります。その主な内容はノートパソコンの購入として12,681

千円、撮影用備品の購入として3,854千円であります。

また、当事業年度における重要な設備の除却、売却等はありません。

なお、当社は単一の報告セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

第11期中間会計期間（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

当中間会計期間における設備投資はありません。

また、当中間会計期間における重要な設備の除却、売却等はありません。

なお、当社は単一の報告セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

第11期第３四半期累計期間（自　2025年７月１日　至　2026年３月31日）

当第３四半期累計期間における設備投資はありません。

また、当第３四半期累計期間における重要な設備の除却、売却等はありません。

なお、当社は単一の報告セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

２【主要な設備の状況】
2025年６月30日現在

 

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）建物

（千円）
工具、器具及び備品

（千円）
合計
（千円）

本社

(東京都港区)
本社設備等 452 10,543 10,995

191

（17）

　（注）１．本社オフィスは賃借しており、その年間賃借料291,411千円であります。

２．従業員の（）は、臨時雇用者数を外書しております。

３．当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を

行っておりません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】（2026年５月31日現在）

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 78,531,200

計 78,531,200

（注）１．2026年３月16日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先

株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発

行可能株式総数を78,531,200株としております。

 

②【発行済株式】

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 19,632,808 非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら

限定のない当社における標準となる株式

であります。なお、単元株式数は100株で

あります。

計 19,632,808 － －

（注）１．定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D

種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株

主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株

式1株につき普通株式１株をそれぞれに交付しております。また、2026年２月25日開催の臨時取締役会の決

議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第

178条の規定に基づき、消却しております。

２．2026年３月16日開催の臨時株主総会決議により、同日付で１単元を100株とする単元株制度を採用しており

ます。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

なお、第３回新株予約権（180,000個、目的となる株式：当社普通株式180,000株）については、本書提出日現在

において、全新株予約権が放棄されております。

 

第１回新株予約権

決議年月日 2017年３月21日

付与対象者の区分及び人数※
当社取締役 １名（注）７

当社従業員 ６名（注）７

新株予約権の数（個）※ 41（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　41,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 90（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2019年３月22日

至　2027年３月21日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　90

資本組入額　45

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1,000株、提出日の前月末現在は1,000

株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、

未行使の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結

果生じる１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割

当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は時価を下回る１株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分

（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生

による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げるものとします。

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋――――――――――――――――――――――

１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
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（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日

のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後３ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後３ヶ月を経過した日以降 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　割当個数の100％

 

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由

が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとす

る。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することがで

き、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合
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⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。
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第２回新株予約権

決議年月日 2017年９月26日

付与対象者の区分及び人数※
当社取締役 １名（注）７

当社従業員 ８名（注）７

新株予約権の数（個）※ 32,000（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　32,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 100（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2019年９月27日

至　2027年９月26日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　100

資本組入額　 50

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割

当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は時価を下回る１株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分

（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生

による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げるものとします。

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋――――――――――――――――――――――

１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日

のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。
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①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後６ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後６ヶ月を経過した日以降 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　割当個数の100％

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事

由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するもの

とする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得すること

ができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
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①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 
 
 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

 56/163



　　　　第４回新株予約権

決議年月日 2018年10月15日

付与対象者の区分及び人数※
当社取締役 １名（注）７

当社従業員 25名[23名]（注）７

新株予約権の数（個）※ 84,000[82,000]（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　84,000[82,000]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 310（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2020年10月16日

至　2028年10月15日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　310

資本組入額　155

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割

当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は時価を下回る１株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分

（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生

による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げるものとします。

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋――――――――――――――――――――――

１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日
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のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後６ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後６ヶ月を経過した日から株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 50％

③株式公開の日後18ヶ月を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　割当個数の100％

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事

由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するもの

とする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得すること

ができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合
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（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。
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　　　　第５回新株予約権

決議年月日 2019年11月18日

付与対象者の区分及び人数※
当社取締役 １名（注）７

当社従業員 38名[34名]（注）７

新株予約権の数（個）※ 233,500[224,500]（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　233,500[224,500]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 313（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2021年11月19日

至　2029年11月18日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　313

資本組入額　157

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割

当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は時価を下回る１株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分

（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生

による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は

切り上げるものとします。

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋――――――――――――――――――――――

１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日
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のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後６ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後６ヶ月を経過した日から株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで　　 　割当個数の 50％

③株式公開の日後18ヶ月を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　割当個数の100％

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由

が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとす

る。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することがで

き、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合
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（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。
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　　　　第６回新株予約権

決議年月日 2021年１月20日

付与対象者の区分及び人数※
当社取締役 １名（注）７

当社従業員 43名[38名]（注）７

新株予約権の数（個）※ 197,000[188,500]（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　197,000[188,500]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 313（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2023年１月21日

至　2031年１月20日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　313

資本組入額　157

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割

当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は時価を下回る１株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分

（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生

による場合を除く。）行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げるものとします。

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋――――――――――――――――――――――

１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日
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のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後６ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後６ヶ月を経過した日から株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 50％

③株式公開の日後18ヶ月を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　割当個数の100％

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由

が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとす

る。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することがで

き、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合
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（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。
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　　　　第７回新株予約権

決議年月日 2021年６月28日

付与対象者の区分及び人数※ 当社従業員 24名[21名]（注）７

新株予約権の数（個）※ 145,500[140,500]（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　145,500[140,500]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 313（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2023年６月29日

至　2031年６月28日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　313

資本組入額　157

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割

当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は時価を下回る１株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分

（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生

による場合を除く。）行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げるものとします。

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋――――――――――――――――――――――

１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日
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のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後１年を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０％

②株式公開の日後１年を経過した日から、株式公開の日後２年を経過する日まで　　割当個数の 40％

③株式公開の日後２年を経過した日から、株式公開の日後３年を経過する日まで　　割当個数の 80％

④株式公開の日後３年を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 割当個数の100％

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由

が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとす

る。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することがで

き、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
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⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。
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　　　　第８回新株予約権

決議年月日 2022年12月19日

付与対象者の区分及び人数※
当社取締役 １名（注）７

当社従業員 67名[57名]（注）７

新株予約権の数（個）※ 435,000[383,000]（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　435,000[383,000]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 320（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2024年12月20日

至　2032年12月19日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　320

資本組入額　160

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認

（当社が取締役会設置会社でない場合においては株主

総会の承認）を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る１株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分（株式無償割

当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換及び会社分割に伴うものを除

く。）、又は時価を下回る１株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式数の発行又は処分

（無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生

による場合を除く。）行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げるものとします。

新株発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋――――――――――――――――――――――

１株当たり時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――――――――

既発行株式数＋新株発行（処分）株式数

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日
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のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後１年を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０％

②株式公開の日後１年を経過した日から、株式公開の日後２年を経過する日まで　　割当個数の 40％

③株式公開の日後２年を経過した日から、株式公開の日後３年を経過する日まで　　割当個数の 80％

④株式公開の日後３年を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 割当個数の100％

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由

が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとす

る。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することがで

き、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
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⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

 71/163



　　　　第９回新株予約権

決議年月日 2025年５月12日

付与対象者の区分及び人数※
当社取締役 １名（注）７

当社従業員 117名[98名]（注）７

新株予約権の数（個）※ 675,500[617,500]（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　675,500[617,500]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 320（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2027年５月13日

至　2035年５月12日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　320

資本組入額　160

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認

（当社が取締役会設置会社でない場合においては株主

総会の承認）を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年６月30日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月

末現在（2026年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日

のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。
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③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後１年を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０％

②株式公開の日後１年を経過した日から、株式公開の日後２年を経過する日まで　　割当個数の 30％

③株式公開の日後２年を経過した日から、株式公開の日後３年を経過する日まで　　割当個数の 60％

④株式公開の日後３年を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 割当個数の100％

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由

が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとす

る。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することがで

き、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い
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当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

第10回新株予約権

決議年月日 2026年３月16日

付与対象者の区分及び人数※ 当社従業員 66名（注）７

新株予約権の数（個）※ 211,000（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　211,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 480（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2028年３月17日

至　2036年３月16日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　480

資本組入額　240

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　提出日の前月末現在（2026年５月31日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――
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分割・併合・無償割当ての比率

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日

のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後18ヶ月を経過した日から株式公開の日後32ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 30％

③株式公開の日後32ヶ月を経過した日から株式公開の日後42ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 60％

④株式公開の日後42ヶ月を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　割当個数の100％

 

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由

が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとす

る。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することがで

き、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
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②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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（３）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数

増減数（株）

発行済株式総数残

高（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金増減額

（千円）

資本準備金残高

（千円）

2022年７月29日

（注）１

E種優先株式

2,105,401

普通株式

5,000,000

A種優先株式

2,201,000

B種優先株式

3,040,000

C種優先株式

2,112,370

D種優先株式

5,174,037

E種優先株式

2,105,401

1,202,183 1,252,183 1,202,183 1,202,183

2023年５月26日

（注）２
―

普通株式

5,000,000

A種優先株式

2,201,000

B種優先株式

3,040,000

C種優先株式

2,112,370

D種優先株式

5,174,037

E種優先株式

2,105,401

△1,202,183 50,000 △1,202,183 ―

2026年２月25日

（注）３

普通株式

14,632,808

A種優先株式

△2,201,000

B種優先株式

△3,040,000

C種優先株式

△2,112,370

D種優先株式

△5,174,037

E種優先株式

△2,105,401

普通株式

19,632,808
― 50,000 ― ―

（注）１. 有償第三者割当（E種優先株式2,105,401株）

発行価格　１株当たり1,142円

資本組入額　１株当たり571円

割当先　加藤産業株式会社、旭食品株式会社

２．欠損金の解消による財務体質の健全化を目的に、2023年３月28日開催の臨時株主総会において、2023年５

月26日を効力発生日として資本金の額及び資本準備金の額を減少させることについての決議を行い、減少

する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えております。

３．定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株

式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種

優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE

種優先株式１株につき普通株式１株をそれぞれに交付しております。また、2026年２月25日開催の臨時取

締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株

式を会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、当社は2026年３月16日開催の臨時株主総

会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株

式及びE種優先株式に関する定款の定めを廃止しております。

（４）【所有者別状況】

       2026年５月31日現在
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区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 9 6 － 16 31 －

所有株式数

（単元）
－ － － 84,781 35,693 － 75,846 196,320 808

所有株式数の割

合（％）
－ － － 43.19 18.18 － 38.63 100 －

 

（５）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,632,000 196,320

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

単元未満株式 普通株式 808 － －

発行済株式総数  19,632,808 － －

総株主の議決権  － 196,320 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　会社法第155条第４号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

最近事業年度における取得自己株式 ― ―

最近期間における取得自己株式

A種優先株式　2,201,000

B種優先株式　3,040,000

C種優先株式　2,112,370

D種優先株式　5,174,037

E種優先株式　2,105,401

―

（注）定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優

先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先

株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式１株につき普通

株式１株をそれぞれに交付しております。また、2026年２月25日開催の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA

種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却し

ております。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
最近事業年度 最近期間

株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集

を行った取得自己株

式

― ― ― ―

消却を行った取得自

己株式
― ―

A種優先株式

2,201,000

B種優先株式

3,040,000

C種優先株式

2,112,370

D種優先株式

5,174,037

E種優先株式

2,105,401

―

合併、株式交換、株

式交付、会社分割に

係る移転を行った取

得自己株式

― ― ― ―

その他（－） ― ― ― ―

保有自己株式 ― ― ― ―

（注）2026年２月25日開催の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先

株式及びE種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却しております。
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３【配当政策】

　当社は継続的な株主還元の実施を中長期での経営上の重要課題と認識しておりますが、いまだ成長過程にある現時

点においては、事業拡大のための内部留保の充実を図り、それら資金を収益力強化のための事業開発投資や優秀な人

材の確保などに対する投資に充当することで更なる事業拡大を図ることが株主に対する最大の利益還元につながると

考えております。

　今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案

し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針でございますが、現時点において配当実施の可能性及び実

施時期等については未定であります。

　なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に特段の定めのある場合

を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の基準日は毎年６月30日、中間配当の基準

日は毎年12月31日とし、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、透明かつ迅速な意思決定、経営環境に応じ

た柔軟な事業遂行及び法令順守が極めて重要な課題であると位置づけており、延いては株主を含むステークホルダー

の信頼を高めることが重要と考えております。その達成のために、コーポレート・ガバナンス体制の構築とさらなる

強化に継続的に取り組んでおります。

②企業統治の体制

A.企業統治の体制の概要

　当社は業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性検査の二重チェック機能を持つ監査役会設置

会社の体制を選択しております。さらに、経営の透明性・公正性の維持・向上を図るため、代表取締役による意思

決定に関する諮問機関として、全社経営会議を設けるとともに、リスクマネジメント及びコンプライアンスの観点

から、代表取締役に直属する組織としてリスクマネジメント委員会を設けております。

 

当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

 

a.取締役会

　当社の取締役会は、社外取締役４名を含む取締役６名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応

じて臨時取締役会を開催し、会社法その他の法令並びに当社の制定する定款、取締役会規程及び職務権限規程に基

づき、新規上場にかかる各種事項をはじめとする重要事項について決議するとともに、業績の進捗状況の共有等を

行い、取締役の業務執行状況を監督しております。

b.執行役員制度

　当社は、業務執行機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役

会により選任され、取締役会の決議により決定された分掌範囲の業務執行を行っております。現在、執行役員は７

名（うち１名は常勤取締役との兼務）おり、その任期は１年となっております。

c.社内カンパニー制度

　当社は、市場環境や特性の異なる各事業領域において、市場の変化に応じた迅速な意思決定を行うとともに、採

算及び収益責任を明確化することを目的として社内カンパニー制度を採用しております。

　また、各カンパニー長に執行役員を配することで、適切な権限委譲と機動的な事業運営を図っております 。

d.全社経営会議

　当社は、代表取締役による意思決定に関する諮問機関として、全社経営会議を設置しており、常勤取締役２名

（うち１名は執行役員との兼務）、執行役員７名（うち１名は常勤取締役との兼務）及び常勤監査役が出席し、原

則として毎週１回開催しております。経営会議では、取締役会決議事項の事前審議並びに重要事項の審議及び諮問

を行っております。
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e.監査役及び監査役会

　当社の監査役会は、常勤監査役１名（社外監査役）及び非常勤監査役２名（社外監査役）で構成されており、毎

月の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する情報交換及び決議を行っておりま

す。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行っております。なお、常勤監査役はその意思に基づ

き、全社経営会議及びリスクマネジメント委員会への参加及び意見陳述が可能であると規定しております。

　また、監査計画に基づき、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を行うことにより、適正な監査を行っ

ております。また、内部監査担当者及び会計監査人との連携も行っております。

f.リスク管理体制等の整備の状況

　当社では、代表取締役直轄のリスクマネジメント委員会を設置し、当社が直面するリスク又は将来発生する可能

性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な対応策を講じております。

 

B.当該体制を採用する理由

　健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、透明かつ迅速な意思決定、経営環境に応じた柔軟

な事業遂行及び法令順守が極めて重要な課題であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役

による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。また、リスク管理機

関として、リスクマネジメント委員会を設置しております。これらの各機関が相互に連携し、透明性の高い意思決

定、迅速な業務執行及び監査の実効性を担保することが、当社の持続的発展に有効であると考えているため、現在

の体制を採用しています。

 

なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は議長、委員長、○は構成員を表す。）

役職名 氏名 取締役会 全社経営会議 監査役会
リスクマネジ

メント委員会

代表取締役社長 吉田　大成 ◎ ◎   

取締役執行役員

デリッシュキッチン

カンパニー長

菅原　千遥 ○ ○   

社外取締役 佐伯　泰昌 ○    

社外取締役 牧野　隆広 ○    

社外取締役 藤田　英輝 ○    

社外取締役 次家　成典 ○    

社外監査役

（常勤）
髙橋　彩 ○ ○ ◎ ○

社外監査役 平田　幸一郎 ○  ○  

社外監査役 松本　拓生 ○  ○  

執行役員CFO

コーポレート本部長
小島　良  ○  ◎

執行役員CTO

開発本部長
今井　啓介  ○  ○

執行役員

リテールハブ

カンパニー長

鵜飼　勇人  ○   

執行役員

トモニテカンパニー長
三ツ中　菜津美  ○   

執行役員

MOMENTHカンパニー長
山際　健太  ○   

執行役員

VP of Products
堀田　敏史  ○   
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C.内部統制システムの整備状況

当社は、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の

強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けてお

ります。当社は、会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条第１項及び第３項に基づき、取締役会決

議により、内部統制システムの整備に関する基本方針を定めており、それに沿って業務の適正性を確保するための

体制の整備・運用をしております。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・　当社の社会的責任を果たすため、パーパス、バリュー、ミッションを定め、法令を遵守し、高い倫理規範を

持って行動する。

・　コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと位置づけ、社員に対しその重要性を強調、明示し、企業風土

づくりに努め、当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等の報告を受けた場

合には、遅滞なく取締役会に報告する。

・　内部通報窓口を設置し、当社の役職員等が法令や社内規程への違反、個人の生命、身体、財産を侵害する行

為等について通報できる制度を設け、これらの早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に努め

る。

・　当社における業務の効率性や有効性、法令遵守等について内部監査を行うとともに、監査結果は定期的に代

表取締役に報告され、発見された課題については、必要かつ適正な是正処置を行う。

・　取締役会は、取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役会等重要な会議

に出席し、取締役の職務執行を監査する。

・　社外の弁護士その他第三者機関との関係を保ち、必要がある場合に意見を求め、法令違反等の未然防止に努

める。

・　使用人の法令や社内規程違反については、就業規則等に基づき処罰の対象とする。

・　反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害

の防止に努める。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・　取締役の職務執行に係る情報、文章の取扱は、文書管理規程その他の社内規程及びそれに関する各管理マ

ニュアルに従い、適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行

う。

・　取締役及び監査役が保存及び管理されている情報の閲覧を要請した場合、速やかにこれを閲覧できるように

管理する。

・　取締役、執行役員及び使用人の職務の執行に係る情報については、「情報管理基本規程」及び「ITセキュリ

ティ管理規程」その他の社内規程に従い、適切かつ安全に保存及び管理する。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・　代表取締役直轄のリスクマネジメント委員会を設置し、当社が直面するリスク又は将来発生する可能性のあ

るリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な対応策を講じる。

・　情報セキュリティリスクに対応するため、「情報管理基本規程」「ITセキュリティ管理規程」及び「個人情

報取扱規程」その他の社内規程を制定し、これらに基づき情報セキュリティリスクの低減に努める。

・　外部機関を活用した与信管理を行うとともに、顧問法律事務所から適時アドバイスを受けることにより、信

用リスク及び法的リスクの低減に努める。

・　取締役は、取締役会等において会社の財務状況の把握に努め、担当する部門における月次損益状況を報告

し、会社の損失に影響を与える重要事実が発見された場合は、迅速かつ適切に対応する。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、取締役会を月１回開催するほか、適宜

臨時に開催するものとし、経営に係わる業務執行上の重要案件については、常勤取締役が参加する会議におい

て事前審議を行い、その審議を経て執行決定を行うこととする。

・　取締役の業務執行については、取締役会規程、稟議規程、業務分掌規程、職務権限規程及び決裁権限表に基

づきそれぞれの責任者及びその責任、執行手続等について定めることとする。

・　業務の効率化を図るため、内部統制が有効に機能するようITシステムに関する整備を推進する。
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e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の

取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・　監査役が、監査の実施のために必要に応じて補助者を配置するよう求めた場合は、適任者を監査役と協議の

上、任命する。任命された補助者は、監査役補助業務を遂行するにあたっては、取締役等の指揮命令を受けな

いものとする。

・　監査役補助業務を行う補助者を任命した場合は、当該補助者が監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及

び使用人に周知する。

f.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項並びにかかる報告

をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・　当社の取締役及び使用人は、当社に重大な法令違反、定款違反や業績に著しい損害を及ぼすおそれのある事

実その他会社運営上の重要事項があるときは、速やかに当社監査役に報告する。

・　監査役は、取締役会及び重要な会議への出席、関係資料の閲覧等を行い、積極的な意見交換を行うことがで

きるほか、必要があれば取締役及び使用人に対しその説明を求めることができる。

・　監査役は当社のコンプライアンス体制に問題があると認めるときは、その意見を述べるとともに、改善策の

策定を求めることができる。

・　監査役への報告を行った当社の取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を行うことを禁止する。

g.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・　監査役がその職務の執行について、費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した

ときは、その費用等が監査の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかに当

該費用又は債務を処理する。

h.その他監査役の監査が実効的に行われるための体制

・　当社の取締役及び使用人は監査役又はその補助使用人から業務遂行に関する事項について報告及び関係資料

の提出・説明を求められた場合は、迅速、適切に対応する。

・　監査役は代表取締役との会合を定期的又は随時にもち、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等につい

て意見交換を行う。

・　監査役は会計監査人及び内部監査部門との会合を定期的又は随時にもち、意見や情報の交換を行うことで連

携を強化する。

i.財務報告の信頼性を確保するための体制

・　財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に

係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

・　財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽

記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努める。

・　内部統制の欠陥に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会及び監査役に報告する。

・　上記3項目に掲げる方針及び手続き等を運用するにあたり、IT環境の適切な理解とこれを踏まえたITの有効

かつ効率的な利用を推進し、ITに係る全般統制及び業務処理統制の整備に努め、迅速かつ適切な対応ができる

ようにする。

・　財務報告に係る内部統制の有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく取締役会及び

監査役に報告する。

j.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・　当社は、親会社及び子会社を有しないため、当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制を定めないものとする。

D.取締役の定数

当社の取締役は、９名以内とする旨を定款に定めております。

E.取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議において、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の決議をもって選任する旨、また、累積投票によら

ない旨を定款に定めております。また、取締役の解任決議は、会社法の規定に基づき、株主総会において、議決権

を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行

います。
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F.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めて

おります。これは株主総会の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするもので

あります。

G.取締役会で決議できる株主総会決議事項

①取締役の責任免除

　当社は、取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったこ

とによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免

除することができる旨を定款で定めております。

②中間配当

　当社は、株主への機動的な還元を実施するため、取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配

当を行うことができる旨を定款に定めております。

③自己株式の取得

　当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行するこ

とを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株

式を取得することができる旨を定款に定めています。

H.責任限定契約

当社は会社法第427条第１項の規定により、すべての社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10万円と次

に掲げる額の合計額(会社法第425条第１項に定めるもの）とのいずれか高い額としております。

①対象役員がその在職中に当社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の１年間当たりの額

に相当する額として会社法施行規則第113条に定める方法により算定される額に、２を乗じて得た額

②対象役員が当社の新株予約権を引き受けた場合(会社法第238条第３項各号に掲げる場合に限る。)における当該

新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条に定める方法により算定される額

 

I.取締役会の活動状況

当社は、2025年６月期において取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については下表のとおり

であります。

 

取締役会における具体的な検討内容として、当社の経営に関する基本方針、新規上場にかかる各種事項、重要な

業務執行に関する事項のほか、業績、財務状況のモニタリング、内部統制システムの整備と運用状況などについ

て、議論、意見交換を行っております。

（2025年６月期）

氏名 開催回数 出席回数

吉田　大成 14回 14回（100％）

菅原　千遥 14回 14回（100％）

佐伯　泰昌 11回 11回（100％）

牧野　隆広 14回 14回（100％）

藤田　英輝 ２回 ２回（100％）

松浦　博幸 14回 13回（93％）

（注）１．佐伯泰昌は2024年９月25日開催の定時株主総会において選任され取締役に就任致しましたので、就任後に開催

された取締役会への出席状況を記載しております。

２．藤田英輝は2025年５月12日開催の臨時株主総会において選任され取締役に就任致しましたので、就任後に開催

された取締役会への出席状況を記載しております。

３．松浦博幸は2025年９月25日開催の定時株主総会において任期満了に伴い取締役を退任しております。

４．次家成典は2025年９月25日開催の定時株主総会において選任され取締役に就任致しましたので、出席状況につ

いて記載しておりません。
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（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長 吉田　大成 1980年８月12日

2005年04月　　ヤフー株式会社（現 LINEヤ

フー株式会社）入社

2006年10月　　グリー株式会社（現 グリー

ホールディングス株式会社）入

社

2010年12月　　同社執行役員就任

2012年08月　　同社取締役執行役員就任

2012年09月　　同社取締役執行役員常務就任

2015年09月　　当社共同創業

代表取締役社長就任（現任）

（注）３ 4,631,900

取締役執行役員

デリッシュキッチン

カンパニー長

菅原　千遥 1989年４月13日

2012年04月　　グリー株式会社（現 グリー

ホールディングス株式会社）入

社

2015年09月　　当社共同創業

2018年07月　　当社執行役員就任（現任）

2020年09月　　当社取締役執行役員就任

（現任）

（注）３ 217,100

取締役 佐伯　泰昌 1968年１月28日

1990年04月　　伊藤忠商事株式会社入社

2013年04月　　同社ファッションアパレル第二

部ファッションアパレル第一課

長

2016年04月　　伊藤忠繊維貿易（中国）有限公

司出向（総経理）（上海駐在）

（兼）中国繊維グループ

2018年04月　　伊藤忠繊維貿易（中国）有限公

司出向（総経理）（上海駐在）

（兼）東アジア繊維グループ

2019年04月　　伊藤忠モードパル株式会社

取締役就任（出向）

2021年04月　　伊藤忠食品株式会社

経営企画本部本部長（出向）

2022年04月　　同社執行役員就任経営企画本部

長 兼DX推進室長 兼 ダイバー

シティ推進室

2024年09月　　当社取締役就任（現任）

2025年04月　　伊藤忠食品株式会社

常務執行役員第三部門部門長

兼 ダイバーシティ推進室

2026年04月　　同社常務執行役員 第三営業部

門部門長 兼 物流統括管理者

兼 ダイバーシティ推進室

（現任）

（注）３ －

取締役 牧野　隆広 1968年６月９日

1992年04月　　株式会社電通国際情報サービ

（現 株式会社電通総研）入社

1994年11月　　マイクロソフト株式会社（現

日本マイクロソフト株式会社）

入社

2000年08月　　株式会社インスパイア入社

2002年02月　　株式会社ウイングトップ設立

代表取締役就任

2005年09月　　株式会社エイチーム（現 株式

会社エイチームホールディング

ス）取締役就任

2012年05月　　株式会社ミライプロジェクト

設立代表取締役就任（現任）

2015年10月　　株式会社ミライプロジェクト

インベストメント設立

代表取締役就任（現任）

2018年08月　　当社取締役就任（現任）

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 藤田　英輝 1981年１月23日

2005年04月　　株式会社ジャフコ（現 ジャフ

コグループ株式会社）入社

2011年04月　　グリー株式会社（現 グリー

ホールディングス株式会社）

入社

2015年04月　　SEGNEL Ventures Pte. Ltd.

創業 Director（現任）

2017年03月　　202010 Pte.Ltd. 創業

Director（現任）

2017年04月　　SEGNEL Creative SDN BHD創業

Director（現任）

2021年10月　　HEKA Petlife株式会社 創業

代表取締役（現任）

2025年05月　　当社取締役就任（現任）

（注）３ －

取締役 次家　成典 1972年９月24日

1995年04月　　加藤産業株式会社 入社

2012年04月　　同社総務部付部長（ケイ低温

フーズ株式会社出向）

2015年12月　　同社総務部長兼環境管理部長

2016年12月　　同社執行役員総務部長兼環境管

理部長

2017年12月　　同社取締役管理本部副本部長兼

総務部長兼環境管理部長

2018年04月　　同社取締役管理本部副本部長兼

総務部長

2018年11月　　加藤SCアジアインベストメント

株式会社代表取締役社長就任

（現任）

2018年12月　　加藤産業株式会社取締役管理

本部長兼グループ管理担当

2021年12月　　同社取締役管理本部長兼

グループ管理担当兼

海外事業担当

2022年10月　　同社取締役管理本部長兼

グループ管理担当兼

海外事業担当兼総務部長

2023年12月　　同社取締役上席執行役員

管理本部長兼グループ管理担当

兼総務部長

2025年01月　　同社取締役上席執行役員

管理本部長兼グループ管理担当

2025年09月　　当社取締役就任（現任）

2025年12月　　加藤産業株式会社

取締役常務執行役員管理本部長

兼 グループ管理担当（現任）

（注）３ －

常勤監査役 髙橋　彩 1980年６月９日

2004年04月　　監査法人トーマツ（現 有限責

任監査法人トーマツ）入社

2007年05月　　公認会計士登録

2022年09月　　当社常勤監査役就任（現任）

2022年09月　　髙橋彩公認会計士事務所開設

所長（現任）

2024年07月　　公益財団法人小堀雄久学生等支

援会（現 公益財団法人小堀育

英会）代表理事（現任）

（注）４ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

監査役 平田　幸一郎 1967年11月５日

1990年04月　　安田火災海上保険株式会社（現

損害保険ジャパン株式会社）

入社

1992年10月　　監査法人トーマツ（現 有限責

任監査法人トーマツ）入所

1996年04月　　公認会計士登録

1997年08月　　中央クーパース・アンド・アド

バイザーズ（現 PwC税理士法

人）入所

1999年08月　　平田公認会計士事務所開設

所長（現任）

2001年05月　　有限会社アドバンスワン設立

取締役社長（現任）

2008年07月　　ビープラッツ株式会社

社外監査役（現任）

2013年06月　　株式会社エンバイオ・ホール

ディングス 社外取締役（監査

等委員）（現任）

2017年09月　　当社監査役就任（現任）

（注）４ －

監査役 松本　拓生 1972年11月22日

1999年04月　　弁護士登録

三井安田法律事務所入所

2006年03月　　ニューヨーク州弁護士資格取得

2007年01月　　TMI総合法律事務所パートナー

2010年04月　　東京大学法科大学院客員准教授

2014年04月　　恵比寿松本法律事務所開設

所長（現任）

2018年09月　　当社監査役就任（現任）

2022年06月　　株式会社フェローテックホール

ディングス（現 株式会社フェ

ローテック） 社外監査役

（現任）

2025年06月　　全保連株式会社 社外取締役

（現任）

（注）４ －

 4,849,000

　（注）１．取締役佐伯泰昌、牧野隆広、藤田英輝及び次家成典は、社外取締役であります。

２．常勤監査役髙橋彩、監査役平田幸一郎及び監査役松本拓生は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2026年３月16日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会の終

結の時までであります。

４．常勤監査役髙橋彩、監査役平田幸一郎及び監査役松本拓生の任期は2026年３月16日開催の臨時株主総会の終

結の時から2029年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．当社は、経営の意思決定、監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を図るため、社内カンパニー制度

及び執行役員制度を導入しております。当社の取締役を除く執行役員は以下のとおりです。

 

執行役員CFO コーポレート本部長 小島　良

執行役員CTO 開発本部長 今井　啓介

執行役員 リテールハブカンパニー長 鵜飼　勇人

執行役員 トモニテカンパニー長 三ツ中　菜津美

執行役員 MOMENTHカンパニー長 山際　健太

執行役員 VP of Products 堀田　敏史

 

②社外役員の状況

当社は社外取締役を４名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。

当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役に

ついて、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観

的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役の佐伯泰昌は、主に小売・流通業界における豊富な経験と幅広い見識に基づく専門的な見地を活かし

て、取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。
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社外取締役の牧野隆広は、複数社の取締役としての事業運営経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行

の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。

社外取締役の藤田英輝は、ベンチャーキャピタルでの豊富な投資実績や経営者としての幅広い見識を有しており、

それらを活かして、取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したも

のであります。

社外取締役の次家成典は、事業会社の管理部門において、主要な役職を歴任しており、それらの経験に基づく優れ

た経営判断能力を活かして、取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選

任したものであります。

社外監査役の髙橋彩は、公認会計士の資格を有し、専門的な知識や経験を活かして当社の常勤監査役として、取締

役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の平田幸一郎は、公認会計士及び税理士としての専門性や多数の企業での監査役としての豊富な経験に

よる企業経営・企業会計への高い見識を有しており、独立した立場から取締役の職務執行の監査や、取締役会での助

言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

社外監査役の松本拓生は、弁護士資格を有し、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、

独立した立場から当社の経営執行状況を監査いただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。

なお、社外取締役である牧野隆広は当社の株主である株式会社ミライプロジェクトインベストメントの代表取締役

であります。また、社外取締役である藤田英輝は当社の株主であるSEGNEL VENTURES Pte. Ltd.のDirector（取締

役）であります。これを除き、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係

その他利害関係はありません。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、株式

会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確

保できる方を候補者として選任することとしております。なお、現在の社外役員７名のうち、社外取締役の佐伯泰昌

及び次家成典を除く５名を独立役員として届出する予定です。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

監査役、内部監査担当及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監

査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めて

おります。社外取締役及び監査役は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を

高めるとともに、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
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（３）【監査の状況】

①監査役監査の状況

　当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名で構成されており、全員が社外監査役であります。

　常勤監査役髙橋彩及び非常勤監査役平田幸一郎は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督及び意見を期待するものであります。また、非常

勤監査役の松本拓生は弁護士の資格を有し、法的な専門知識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社の経

営に対する監督及び意見を期待するものであります。

　当社の監査役会は、毎月１回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、重要事項の審議、監

査役間の情報共有及び情報交換を行っております。また、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席し、必

要に応じて意見陳述を行うほか、監査計画に基づき、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を行うことに

より、適正な監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人とは、監査結果の報告など定期的に情

報共有及び意見交換を実施し、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。

 

　最近事業年度（2025年６月期）における個々の監査役の監査役会への出席状況は次の通りであります。

氏名 開催回数 出席回数

髙橋　彩 13回 13回

平田　幸一郎 13回 13回

松本　拓生 13回 12回

 

　監査役会における主な検討事項は、監査の方針・計画、会計監査人の報酬・選任に関する同意、会計監査人の監

査の方法及び結果の相当性、法令及び定款等で定められた決議案件、新規上場にかかる各種事項を含む取締役会に

付議される議案、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システム等について検

討を行っております。また、監査役の活動としては、取締役等との意見交換、取締役会その他の重要な会議への出

席、重要な書類等の閲覧等を行っています。

 

②内部監査の状況

　当社では独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役の命をうけた内部監査責任者と、内部監査責

任者が指名する内部監査担当者（管理部門１名、事業部門１名）の計３名が内部監査規程に基づき、各部門に対し

て相互に内部監査を実施しております。

　原則として当社の全部署を対象として、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、定款及び各種

規程への準拠性、法令その他の社会的規範の遵守状況、内部統制組織の整備状況と機能状況などを確認し、業務の

妥当性・効率性の確保を図り、当社の健全な発展に資することを基本方針として、内部監査を実施しており、その

結果を代表取締役に報告するとともに、必要に応じて改善指示を行っております。改善指示がある場合には、被監

査部署から改善状況報告書を受領し、改善結果の確認やその定着を図っております。

　内部監査責任者及び内部監査担当者は、監査役及び会計監査人と監査結果等に関する意見交換を定期的に行い、

効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。さらに、内部監査の実施状況や結果を取締役会に直接報告する

ことにより、内部監査の実効性を確保しております。

 

③会計監査の状況

a．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

b．継続監査期間

９年間

 

c．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　杉山　正樹

指定有限責任社員　業務執行社員　伏木　貞彦
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d．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、公認会計士試験合格者４名、その他４名であります。

 

e．監査法人の選定方針と理由

　会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監

査報酬の妥当性等を総合的に検討し、有限責任 あずさ監査法人は適任であると判断しております。

 

f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において評価を行い、会計監査人

に解任又は不再任に該当する事由は認められないと判断しております。

 

④監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬の内容

最近事業年度の前事業年度 最近事業年度

監査証明業務に

基づく報酬（千円）

非監査業務に

基づく報酬（千円）

監査証明業務に

基づく報酬（千円）

非監査業務に

基づく報酬（千円）

17,000 － 25,900 －

 

b．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

 

最近事業年度

該当事項はありません。

 

c．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

 

最近事業年度

該当事項はありません。

 

d．監査報酬の決定方針

当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、当社の規模・特性・監査日数等を勘案して、

監査法人から提示を受けた監査報酬見積額をもとに協議したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。

 

e．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま

え、監査内容の概要や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額につい

て会社法第399条第１項の同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の取締役報酬の限度

額は、2026年３月16日開催の株主総会にて一事業年度あたり年額２億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人

分の給与は含まない。)と決定しております。その総額の範囲内において、各取締役の具体的な報酬の額は取締役

会決議によりその決定権を授権された代表取締役が決定しております。また、監査役の報酬は、2026年３月16日の

株主総会決議にて一事業年度あたり年額3,000万円と定めており、その総額の範囲内で監査役会の協議により決定

しております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）
固定報酬 業績連動報酬

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く）
23,520 23,520 － － 2

監査役

（社外監査役を除く）
－ － － － －

社外役員 12,200 12,200 － － 8

 

③役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら

株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の投資株式と

し、それ以外の目的の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期財務諸表の作成方法について

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基

づいて作成しております。

 

（２）当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

に基づいて作成しております。なお、当社の中間財務諸表は、第１種中間財務諸表であります。

 

（３）当社の四半期財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「四半期財務諸表等の作成基準」第４条第１項及び我が

国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成

基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されています。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

（１）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（2023年７月１日から2024年６月30

日まで）及び当事業年度（2024年７月１日から2025年６月30日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ

監査法人により監査を受けております。

 

（２）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2025年７月１日から2025年12月

31日まで）に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により期中レビューを受けております。

 

（３）当社は、第３四半期会計期間（2026年１月１日から2026年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（2025年７

月１日から2026年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により期中レ

ビューを受けております。

 

３．連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期連結財務諸表を作成しておりま

せん。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人及び各種団体

の主催する研修・セミナーへの参加などを通じて情報収集活動に努めております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2024年６月30日）
当事業年度

（2025年６月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,895,023 1,741,443

売掛金 416,830 481,701

商品 9,144 8,613

仕掛品 720 340

前払費用 54,766 104,083

その他 18,045 12,178

流動資産合計 2,394,531 2,348,360

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,382 21,034

減価償却累計額 △20,382 △20,582

建物（純額） － 452

工具、器具及び備品 16,284 32,168

減価償却累計額 △16,284 △21,625

工具、器具及び備品（純額） － 10,543

リース資産 8,218 8,218

減価償却累計額 △8,218 △8,218

リース資産（純額） － －

有形固定資産合計 ※ － ※ 10,995

投資その他の資産   

敷金 79,542 79,872

出資金 10 10

長期前払費用 724 6,406

投資その他の資産合計 80,276 86,289

固定資産合計 80,276 97,284

資産合計 2,474,808 2,445,645
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2024年６月30日）
当事業年度

（2025年６月30日）

負債の部   

流動負債   

１年内返済予定の長期借入金 21,840 201,720

リース債務 11,118 5,524

未払金 346,709 319,088

未払費用 141,593 126,699

未払法人税等 2,290 2,290

賞与引当金 46,798 48,053

契約負債 17,784 49,722

預り金 32,503 29,522

その他 25,251 74,086

流動負債合計 645,888 856,707

固定負債   

長期借入金 501,720 300,000

リース債務 6,651 1,127

固定負債合計 508,371 301,127

負債合計 1,154,260 1,157,835

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 2,596,811 2,596,811

資本剰余金合計 2,596,811 2,596,811

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,326,262 △1,359,001

利益剰余金合計 △1,326,262 △1,359,001

株主資本合計 1,320,548 1,287,809

純資産合計 1,320,548 1,287,809

負債純資産合計 2,474,808 2,445,645
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【中間貸借対照表】

 （単位：千円）

 
当中間会計期間
（2025年12月31日）

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,754,898

売掛金 649,350

商品 9,072

仕掛品 5,953

前払費用 99,140

その他 21,102

流動資産合計 2,539,518

固定資産  

有形固定資産  

建物 21,034

減価償却累計額 △20,691

建物（純額） 343

工具、器具及び備品 32,168

減価償却累計額 △24,099

工具、器具及び備品（純額） 8,069

リース資産 12,137

減価償却累計額 △8,349

リース資産（純額） 3,787

有形固定資産合計 12,200

投資その他の資産  

敷金 80,523

出資金 10

長期前払費用 5,547

投資その他の資産合計 86,081

固定資産合計 98,282

資産合計 2,637,800

負債の部  

流動負債  

１年内返済予定の長期借入金 200,000

リース債務 4,327

未払金 340,401

未払費用 120,607

未払法人税等 1,641

賞与引当金 48,785

契約負債 24,125

預り金 26,147

その他 36,792

流動負債合計 802,828

固定負債  

長期借入金 300,000

リース債務 3,338

固定負債合計 303,338

負債合計 1,106,166
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 （単位：千円）

 
当中間会計期間
（2025年12月31日）

純資産の部  

株主資本  

資本金 50,000

資本剰余金  

その他資本剰余金 2,596,811

資本剰余金合計 2,596,811

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 △1,115,176

利益剰余金合計 △1,115,176

株主資本合計 1,531,634

純資産合計 1,531,634

負債純資産合計 2,637,800

 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

 98/163



②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

売上高 ※１ 3,359,709 ※１ 4,250,933

売上原価 1,164,349 1,592,846

売上総利益 2,195,360 2,658,086

販売費及び一般管理費 ※２ 2,837,920 ※２ 2,682,364

営業損失（△） △642,559 △24,277

営業外収益   

受取利息 22 929

為替差益 1,446 －

助成金収入 134 24

物品売却益 2,465 2,205

ポイント還元収入 1,395 1,979

その他 427 72

営業外収益合計 5,892 5,211

営業外費用   

支払利息 2,564 4,532

支払保証料 4,725 4,718

為替差損 － 1,381

その他 285 608

営業外費用合計 7,575 11,240

経常損失（△） △644,242 △30,306

特別損失   

減損損失 ※３ 124,828 －

特別損失合計 124,828 －

税引前当期純損失（△） △769,070 △30,306

法人税、住民税及び事業税 2,293 2,432

法人税等合計 2,293 2,432

当期純損失（△） △771,364 △32,738
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  227,042 20.9 214,881 14.1

Ⅱ　経費 ※１ 857,820 79.1 1,304,822 85.9

当期総製造費用  1,084,863 100.0 1,519,704 100.0

期首仕掛品棚卸高  1,190  720  

合計  1,086,054  1,520,424  

期末仕掛品棚卸高  720  340  

当期製品製造原価 ※２ 1,085,333  1,520,084  

 

（注）※１．主な内訳は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

広告売上原価（千円） 713,993 1,087,371

通信費（千円） 29,273 82,821

地代家賃（千円） 39,734 40,022

支払手数料（千円） 53,758 81,495

 

※２．当期製品製造原価と売上原価の調整表

項目

前事業年度
（自　2023年７月１日

至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

当期製品製造原価（千円） 1,085,333 1,520,084

商品期首棚卸高（千円） 11,184 9,144

当期商品仕入高（千円） 76,974 72,230

合計（千円） 1,173,493 1,601,459

商品期末棚卸高（千円） 9,144 8,613

売上原価（千円） 1,164,349 1,592,846

 

※３．当社の採用している原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算であります。
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【中間損益計算書】

 （単位：千円）

 
当中間会計期間

（自　2025年７月１日
至　2025年12月31日）

売上高 2,597,395

売上原価 1,012,458

売上総利益 1,584,937

販売費及び一般管理費 1,340,743

営業利益 244,193

営業外収益  

受取利息 1,600

物品売却益 2,044

その他 2,401

営業外収益合計 6,046

営業外費用  

支払利息 2,169

支払保証料 2,359

営業外費用合計 4,528

経常利益 245,711

税引前中間純利益 245,711

法人税、住民税及び事業税 1,886

法人税等合計 1,886

中間純利益 243,824
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

       （単位：千円）

 株主資本

純資産
合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 50,000 2,596,811 2,596,811 △554,898 △554,898 2,091,912 2,091,912

当期変動額        

当期純損失（△）    △771,364 △771,364 △771,364 △771,364

当期変動額合計 － － － △771,364 △771,364 △771,364 △771,364

当期末残高 50,000 2,596,811 2,596,811 △1,326,262 △1,326,262 1,320,548 1,320,548

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

       （単位：千円）

 株主資本

純資産
合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

 
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 50,000 2,596,811 2,596,811 △1,326,262 △1,326,262 1,320,548 1,320,548

当期変動額        

当期純損失（△）    △32,738 △32,738 △32,738 △32,738

当期変動額合計 － － － △32,738 △32,738 △32,738 △32,738

当期末残高 50,000 2,596,811 2,596,811 △1,359,001 △1,359,001 1,287,809 1,287,809
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △769,070 △30,306

減価償却費 14,939 5,540

のれん償却額 4,640 －

減損損失 124,828 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,077 1,255

受取利息 △22 △929

助成金収入 △134 △24

支払利息 2,564 4,532

売上債権の増減額（△は増加） △116,170 △64,871

その他の流動資産の増減額（△は増加） 24,665 △42,973

未払金の増減額（△は減少） 93,373 △6,408

未払費用の増減額（△は減少） 34,150 △14,894

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,590 48,788

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,037 31,984

その他 19,507 △7,709

小計 △582,278 △76,015

利息の受取額 22 929

助成金の受取額 214 33

利息の支払額 △2,730 △4,512

法人税等の支払額 △2,293 △2,432

営業活動によるキャッシュ・フロー △587,064 △81,998

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,489 △17,473

事業譲受による支出 ※２ △97,704 ※２ △20,275

敷金の回収による収入 － 849

敷金の差入による支出 △1,978 △1,179

その他 － △546

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,171 △38,624

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △34,340 △21,840

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △23,521 △11,118

財務活動によるキャッシュ・フロー 142,138 △32,958

現金及び現金同等物に係る換算差額 - －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △558,097 △153,580

現金及び現金同等物の期首残高 2,453,121 1,895,023

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,895,023 ※１ 1,741,443
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【中間キャッシュ・フロー計算書】

 （単位：千円）

 
当中間会計期間

（自　2025年７月１日
至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益 245,711

減価償却費 2,713

賞与引当金の増減額（△は減少） 731

受取利息 △1,600

支払利息 2,169

売上債権の増減額（△は増加） △167,648

未払金の増減額（△は減少） 21,312

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,366

その他の流動負債の増減額（△は減少） △25,524

その他 △19,112

小計 21,385

利息の受取額 1,600

助成金の受取額 2

利息の支払額 △2,171

法人税等の支払額 △2,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,281

投資活動によるキャッシュ・フロー  

敷金の差入による支出 △651

その他 450

投資活動によるキャッシュ・フロー △201

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,720

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,905

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,625

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,455

現金及び現金同等物の期首残高 1,741,443

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,754,898
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【注記事項】

（重要な会計方針）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定）を採用しておりま

す。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　　　３年

　工具、器具及び備品　４～５年

(2) 無形固定資産

　自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、その効果の発現する期間（３年）にわたって定額

法により償却を行っております。

 

３．引当金の計上基準

賞与引当金

　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

事業年度に帰属する額を計上しております。

 

４．収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、「デリッシュキッチン」や「トモニテ」などの自社で運営する動画メディアや小売店舗内に設

置したデジタルサイネージなどのアセットを活用し、主にメーカー等の広告主へ広告掲載面を提供するこ

とによる広告収入、広告掲載に際しての制作費、広告主へのデータ提供に伴う成果報酬、個人利用者から

の有料課金収入を得ております。

(1) Marketing Solutionビジネス

メーカー等からの広告収入は、SNSやウェブサイト・アプリ等を掲載面とするタイアップ広告、ディ

スプレイ広告及びアドネットワーク広告、並びに小売店のデジタルサイネージを掲載面とするストアビ

ジョン広告等であります。データ提供に伴う成果報酬については、ユーザーからお預かりしたパーソナ

ルデータから、広告主のサービスに興味のあるユーザーや広告主の希望する条件に合致するユーザーを

抽出し、リスト化し、広告主に対してデータ提供を行うことにより対価を受け取る、ユーザーマッチン

グ広告であります。このうち、タイアップ広告等のうち広告の制作を伴うものについては、当該広告の

制作が完了し掲載（又は納品）された一時点、それ以外の広告掲載部分、ディスプレイ広告及びストア

ビジョン広告については、広告が掲載される期間に応じて履行義務が充足されるため、それぞれ当該一

時点又は当該期間で収益を認識しております。ユーザーマッチング広告及びアドネットワーク広告につ

いては、広告主にデータを提供した時点、広告がウェブサイト・アプリ閲覧者の画面上に表示された時

点、もしくは閲覧者がバナーをクリックした時点等で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認

識しております。

(2) Consumerビジネス

個人利用者からの有料課金収入は、「デリッシュキッチン」のプレミアムサービスの有料会員から得

られる毎月の利用料金であり、契約期間におけるサービス提供に応じて履行義務が充足されるため、当

該期間で収益を認識しております。

なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は

含まれておりません。
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５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

６．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至2025年６月30日）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げにより算定）を採用しておりま

す。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　　　３年

　工具、器具及び備品　４～８年

(2) 無形固定資産

　自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当

事業年度に帰属する額を計上しております。

(2) ポイント引当金

　ポイント引当金は、顧客に付与したポイントの将来の使用による費用の発生に備えるため、過去の使

用実績を基礎として事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

　なお、ポイント引当金は、貸借対照表上の流動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

４．収益及び費用の計上基準

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、「デリッシュキッチン」や「トモニテ」などの自社で運営する動画メディアや小売店舗内に設

置したデジタルサイネージなどのアセットを活用し、主にメーカー等の広告主へ広告掲載面を提供するこ

とによる広告収入、広告掲載に際しての制作費、広告主へのデータ提供に伴う成果報酬、個人利用者から

の有料課金収入を得ております。

(1) Marketing Solutionビジネス

メーカー等からの広告収入は、SNSやウェブサイト・アプリ等を掲載面とするタイアップ広告、ディ

スプレイ広告及びアドネットワーク広告、並びに小売店のデジタルサイネージを掲載面とするストアビ

ジョン広告等であります。データ提供に伴う成果報酬については、ユーザーからお預かりしたパーソナ

ルデータから、広告主のサービスに興味のあるユーザーや広告主の希望する条件に合致するユーザーを

抽出し、リスト化し、広告主に対してデータ提供を行うことにより対価を受け取る、ユーザーマッチン

グ広告であります。このうち、タイアップ広告等のうち広告の制作を伴うものについては、当該広告の

制作が完了し掲載（又は納品）された一時点、それ以外の広告掲載部分、ディスプレイ広告及びストア

ビジョン広告については、広告が掲載される期間に応じて履行義務が充足されるため、それぞれ当該一

時点又は当該期間で収益を認識しております。ユーザーマッチング広告及びアドネットワーク広告につ

いては、広告主にデータを提供した時点、広告がウェブサイト・アプリ閲覧者の画面上に表示された時

点、もしくは閲覧者がバナーをクリックした時点等で履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認

識しております。

 

(2) Consumerビジネス
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個人利用者からの有料課金収入は、「デリッシュキッチン」のプレミアムサービスの有料会員から得

られる毎月の利用料金であり、契約期間におけるサービス提供に応じて履行義務が充足されるため、当

該期間で収益を認識しております。

なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は

含まれておりません。

 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

６．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を当事業年

度の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

 

（未適用の会計基準等）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

(リースに関する会計基準等)

・「リースに関する会計基準」　(企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」　(企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基

準委員会)　等

 

(1) 概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組の一環として、借手のす

べてのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準

を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、

IFRS第16号のすべての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便

性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指した

リース会計基準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファ

イナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースについて使用

権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されま

す。

 

(2) 適用予定日

　2028年６月期の期首から適用予定です。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。

 

（貸借対照表関係）

※　有形固定資産の減価償却累計額

 
前事業年度

（2024年６月30日）
当事業年度

（2025年６月30日）

有形固定資産の減価償却累計額 44,886千円 50,426千円
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（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度14.0％、当事業年度8.3％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は前事業年度86.0％、当事業年度91.7％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年７月１日
 至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
 至　2025年６月30日）

給料 954,461千円 968,775千円

支払手数料 462,551 554,065

減価償却費 11,938 5,540

賞与引当金繰入額 41,116 41,425

 

※３　減損損失

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

　当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

本社（東京都港区） 事業用資産 リース資産 9,001

本社（東京都港区） 事業用資産 工具、器具及び備品 415

本社（東京都港区） 共用資産 工具、器具及び備品 9,571

本社（東京都港区） 事業用資産 ソフトウェア 42,500

本社（東京都港区） 事業用資産 のれん 63,339

　当社は、原則として、事業用資産については管理会計上の区分を資産グループの基礎とし、独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として捉え、資産のグルーピングを行っております。また、

事業共通で使用する資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産と

しております。

　当事業年度において、営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、又は継続してマイナスとなる見

込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して

おります。

　当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが一定

期間見込めないため、使用価値を零として評価しております。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

　該当事項はありません。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 5,000,000 － － 5,000,000

Ａ種優先株式 2,201,000 － － 2,201,000

Ｂ種優先株式 3,040,000 － － 3,040,000

Ｃ種優先株式 2,112,370 － － 2,112,370

Ｄ種優先株式 5,174,037 － － 5,174,037

Ｅ種優先株式 2,105,401 － － 2,105,401

合計 19,632,808 － － 19,632,808

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 5,000,000 － － 5,000,000

Ａ種優先株式 2,201,000 － － 2,201,000

Ｂ種優先株式 3,040,000 － － 3,040,000

Ｃ種優先株式 2,112,370 － － 2,112,370

Ｄ種優先株式 5,174,037 － － 5,174,037

Ｅ種優先株式 2,105,401 － － 2,105,401

合計 19,632,808 － － 19,632,808

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

現金及び預金勘定 1,895,023千円 1,741,443千円

預入期間が３か月を超える定期預金  －  －

現金及び現金同等物 1,895,023 1,741,443

 

※２　事業の譲受けにより増加した資産及び負債の主な内訳

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

固定資産 117,980千円

資産合計 117,980

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

前事業年度（2024年６月30日）

１. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

　主として、ストアDXの取り組みにおけるサイネージ機器（「工具、器具及び備品」）であります。

 

②リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 291,411千円

１年超 218,558

合計 509,970

 

当事業年度（2025年６月30日）

１. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

　主として、ストアDXの取り組みにおけるサイネージ機器（「工具、器具及び備品」）であります。

 

②リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 296,265千円

１年超 854,767

合計 1,151,032
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（金融商品関係）
 

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は必要な資金について増資、借入等により賄うなど、最適な方法により調達しております。また

一時的な余資は主に流動性の高い金融商品で運用しております。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与

信管理規程に沿って取引先ごとに与信管理を行い、リスクの軽減を図っております。

　敷金は本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されておりますが、賃

貸借契約締結前に信用状況を調査・把握する体制としております。

　営業債務である未払金は、すべて１年内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金でありま

す。営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を策定し、手

元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（単位：千円）

 
貸借対照表計上額
（※１）

時価 差額

(1）敷金 79,542 79,312 △230

資産計 79,542 79,312 △230

(1）長期借入金（※２） 523,560 509,801 △13,758

(2）リース債務（※３） 17,770 17,662 △107

負債計 541,330 527,463 △13,866

※１　現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未払金、未払費用は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似

することから、注記を省略しております。

※２　長期借入金は、１年内返済予定の金額を含めております。

※３　リース債務は、１年内返済予定の金額を含めております。

 

（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額
 

（単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 1,895,023 － － －

売掛金 416,830 － － －

敷金 － 79,542 － －

合計 2,311,854 79,542 － －
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（注）２．長期借入金の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 21,840 201,720 － － － 300,000

リース債務 11,118 5,524 1,127 － － －

合計 32,958 207,244 1,127 － － 300,000

 

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1)　時価で貸借対照表に計上している金融商品

　該当事項はありません。

 

(2)　時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

区分

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 79,312 － 79,312

資産計 － 79,312 － 79,312

長期借入金 － 509,801 － 509,801

リース債務 － 17,662 － 17,662

負債計 － 527,463 － 527,463

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金

　敷金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は必要な資金について増資、借入等により賄うなど、最適な方法により調達しております。また

一時的な余資は主に流動性の高い金融商品で運用しております。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与

信管理規程に沿って取引先ごとに与信管理を行い、リスクの軽減を図っております。

　敷金は本社オフィスの賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されておりますが、賃

貸借契約締結前に信用状況を調査・把握する体制としております。

　営業債務である未払金は、すべて１年内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金でありま

す。営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を策定し、手

元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（単位：千円）

 
貸借対照表計上額
（※１）

時価 差額

(1）敷金 79,872 79,539 △333

資産計 79,872 79,539 △333

(1）長期借入金（※２） 501,720 483,657 △18,062

(2）リース債務（※３） 6,651 6,635 △16

負債計 508,371 490,293 △18,078

※１　現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未払金、未払費用は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似

することから、注記を省略しております。

※２　長期借入金は、１年内返済予定の金額を含めております。

※３　リース債務は、１年内返済予定の金額を含めております。

 

（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額
 

（単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 1,741,443 － － －

売掛金 481,701 － － －

敷金 79,872 － － －

合計 2,303,017 － － －
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（注）２．長期借入金の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 201,720 － － － － 300,000

リース債務 5,524 1,127 － － － －

合計 207,244 1,127 － － － 300,000

 

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1)　時価で貸借対照表に計上している金融商品

　該当事項はありません。

 

(2)　時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：千円）

区分

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金 － 79,539 － 79,539

資産計 － 79,539 － 79,539

長期借入金 － 483,657 － 483,657

リース債務 － 6,635 － 6,635

負債計 － 490,293 － 490,293

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金

　敷金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現

在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

リース債務

　リース債務の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した

利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
 

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　27名

当社取締役　１名

当社従業員　43名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　107,000株 普通株式　249,000株

付与日 2017年３月22日 2017年９月27日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
自　2019年３月22日

至　2027年３月21日

自　2019年９月27日

至　2027年９月26日

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　110名

当社取締役　１名

当社従業員　122名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　460,000株 普通株式　510,000株

付与日 2018年10月17日 2019年11月20日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
自　2020年10月16日

至　2028年10月15日

自　2021年11月19日

至　2029年11月18日

 

 第６回新株予約権 第７回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　130名
当社従業員　64名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　432,000株 普通株式　307,500株

付与日 2021年１月22日 2021年６月30日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
自　2023年１月21日

至　2031年１月20日

自　2023年６月29日

至　2031年６月28日
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 第８回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　108名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　665,500株

付与日 2022年12月21日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。

権利行使期間
自　2024年12月20日

至　2032年12月19日

（注）１．株式数に換算して記載しております。また、2017年８月24日付株式分割（１株につき1,000株の割合）による

分割後の株式数に換算して記載しております。

２．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（2024年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利確定前 （株）     

前事業年度末  42,000 63,000 154,000 337,000

付与  － － － －

失効  － 30,000 67,000 98,000

権利確定  － － － －

未確定残  42,000 33,000 87,000 239,000

権利確定後 （株）     

前事業年度末  － － － －

権利確定  － － － －

権利行使  － － － －

失効  － － － －

未行使残  － － － －
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第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

権利確定前 （株）    

前事業年度末  261,000 237,500 649,000

付与  － － －

失効  57,000 85,000 148,500

権利確定  － － －

未確定残  204,000 152,500 500,500

権利確定後 （株）    

前事業年度末  － － －

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  － － －

（注）株式数に換算して記載しております。また、2017年８月24日付株式分割（１株につき1,000株の割合）による分割

　　　後の株式数に換算して記載しております。

 

②　単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格 （円） 90 100

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利行使価格 （円） 310 313

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

 

 第６回新株予約権 第７回新株予約権

権利行使価格 （円） 313 313

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

 

 第８回新株予約権

権利行使価格 （円） 320

行使時平均株価 （円） －

付与日における公正な評価単価 （円） －

（注）2017年８月24日付株式分割（１株につき1,000株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプションを付与した時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプション

の公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。

　また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、類似業種比準方式等によ

り行っております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

(1)　ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本

源的価値の合計額

　21,959千円

(2)　当事業年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合

計額

　－千円
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当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
 

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　27名

当社取締役　１名

当社従業員　43名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　107,000株 普通株式　249,000株

付与日 2017年３月22日 2017年９月27日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
自　2019年３月22日

至　2027年３月21日

自　2019年９月27日

至　2027年９月26日

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　110名

当社取締役　１名

当社従業員　122名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　460,000株 普通株式　510,000株

付与日 2018年10月17日 2019年11月20日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
自　2020年10月16日

至　2028年10月15日

自　2021年11月19日

至　2029年11月18日

 

 第６回新株予約権 第７回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　130名
当社従業員　64名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　432,000株 普通株式　307,500株

付与日 2021年１月22日 2021年６月30日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
自　2023年１月21日

至　2031年１月20日

自　2023年６月29日

至　2031年６月28日
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 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び人数（注）２
当社取締役　１名

当社従業員　108名

当社取締役　１名

当社従業員　118名

株式の種類別のストック・オプションの

数（注）１
普通株式　665,500株 普通株式　676,500株

付与日 2022年12月21日 2025年５月14日

権利確定条件

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

「第４　提出会社の状況、１　株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況、①　ストックオプション制度の

内容」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
自　2024年12月20日

至　2032年12月19日

自　2027年５月13日

至　2035年５月12日

（注）１．株式数に換算して記載しております。また、2017年８月24日付株式分割（１株につき1,000株の割合）による

分割後の株式数に換算して記載しております。

２．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（2025年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利確定前 （株）     

前事業年度末  42,000 33,000 87,000 239,000

付与  － － － －

失効  1,000 1,000 3,000 5,500

権利確定  － － － －

未確定残  41,000 32,000 84,000 233,500

権利確定後 （株）     

前事業年度末  － － － －

権利確定  － － － －

権利行使  － － － －

失効  － － － －

未行使残  － － － －
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第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

権利確定前 （株）     

前事業年度末  204,000 152,500 500,500 －

付与  － － － 676,500

失効  7,000 7,000 65,500 1,000

権利確定  － － － －

未確定残  197,000 145,500 435,000 675,500

権利確定後 （株）     

前事業年度末  － － － －

権利確定  － － － －

権利行使  － － － －

失効  － － － －

未行使残  － － － －

（注）株式数に換算して記載しております。また、2017年８月24日付株式分割（１株につき1,000株の割合）による分割

　　　後の株式数に換算して記載しております。

 

②　単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格 （円） 90 100

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権

権利行使価格 （円） 310 313

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

 

 第６回新株予約権 第７回新株予約権

権利行使価格 （円） 313 313

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

 

 第８回新株予約権 第９回新株予約権

権利行使価格 （円） 320 320

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －

（注）2017年８月24日付株式分割（１株につき1,000株の割合）による分割後の価格に換算して記載しております。
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプションを付与した時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプション

の公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。

　また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、類似業種比準方式等によ

り行っております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的

価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源

的価値の合計額

(1)　ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本

源的価値の合計額

　21,343千円

(2)　当事業年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合

計額

　－千円

 

（税効果会計関係）

前事業年度（2024年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金（注） 3,908,715千円

ソフトウェア 147,266

減価償却超過額 50,649

敷金（資産除去債務） 25,146

賞与引当金 16,187

その他 12,224

繰延税金資産小計 4,160,189

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △3,908,715

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △251,474

評価性引当額 △4,160,189

繰延税金資産合計 -

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金
31,306 795,801 629,189 － 787,911 1,664,506 3,908,715

評価性引当額 △31,306 △795,801 △629,189 － △787,911 △1,664,506 △3,908,715

繰延税金資産 － － － － － － －

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失のため、記載を省略しております。
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当事業年度（2025年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金（注） 3,895,827千円

ソフトウェア 151,339

減価償却超過額 35,724

敷金（資産除去債務） 25,146

賞与引当金 16,621

その他 13,948

繰延税金資産小計 4,138,608

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △3,895,827

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △242,781

評価性引当額 △4,138,608

繰延税金資産合計 -

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金
795,801 629,189 － 787,911 472,782 1,210,142 3,895,827

評価性引当額 △795,801 △629,189 － △787,911 △472,782 △1,210,142 △3,895,827

繰延税金資産 － － － － － － －

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失のため、記載を省略しております。

 

（持分法損益等）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

株式会社ベクトルワン（現セイノーラストワンマイル株式会社）の事業譲受による企業結合

　当社は、2023年２月２日の取締役会決議に基づき、2023年９月30日付で株式会社ベクトルワン（現セイ

ノーラストワンマイル株式会社）との間で事業譲渡契約を締結し、同日付で事業譲受を完了いたしまし

た。

 

１．企業結合の概要

(1) 譲受先企業の名称及びその事業の内容

　譲受先企業の名称　株式会社ベクトルワン（現セイノーラストワンマイル株式会社）

　事業内容　　　　　ネットスーパーの受注システム及びピックバック支援システム

(2) 事業譲受を行った主な理由

　「デリッシュキッチン」等の自社メディアの運営を通じて培ったアプリ開発・運営ノウハウを活用

し、システムの開発・改善スピードを加速させることを通じて小売向けDXソリューションの強化を図

るとともにリテールメディア領域での取り組みを加速させるため。

(3) 事業譲受日

　2023年９月30日
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(4) 事業譲受の法的形式

　現金を対価とする事業譲受

２．財務諸表に含まれる取得した事業の業績の期間

　2023年９月30日から2024年６月30日

３．譲受事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 72,500千円

取得原価  72,500千円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

　該当事項はありません。

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　①発生したのれんの金額

　　22,500千円

　②発生原因

　　今後の事業展開から期待される将来の超過収益力によるものであります。

　③償却方法及び償却期間

　　５年にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

固定資産 50,000千円

資産合計 50,000千円

７．のれん以外の無形資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに加重平均償却期間

　技術関連資産（ソフトウェア）　　　50,000千円（償却期間５年）

８．企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の

概算額及びその算定方法

　当事業年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

 

ピーシーフェーズ株式会社の事業譲受による企業結合

　当社は、2024年３月18日の取締役会決議に基づき、2024年５月27日付でピーシーフェーズ株式会社との

間で事業譲渡契約を締結し、2024年５月31日付で事業譲受を完了いたしました。

 

１．企業結合の概要

(1) 譲受先企業の名称及びその事業の内容

　譲受先企業の名称　ピーシーフェーズ株式会社

　事業内容　　　　　小売アプリ運営事業

(2) 事業譲受を行った主な理由

　「デリッシュキッチン」等の自社メディアの運営を通じて培ったアプリ開発・運営ノウハウを活用

し、システムの開発・改善スピードを加速させることを通じて小売向けDXソリューションの強化を図

るとともにリテールメディア領域での取り組みを加速させるため。

(3) 事業譲受日

　2024年５月31日

(4) 事業譲受の法的形式

　現金を対価とする事業譲受

２．財務諸表に含まれる取得した事業の業績の期間

　2024年５月31日から2024年６月30日

３．譲受事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 45,480千円

取得原価  45,480千円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

　該当事項はありません。

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　①発生したのれんの金額

　　45,480千円

　②発生原因

　　今後の事業展開から期待される将来の超過収益力によるものであります。

　③償却方法及び償却期間

　　３年にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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　該当事項はありません。

７．企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の

概算額及びその算定方法

　当事業年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

当社は、本社オフィスの定期建物賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識しております。

なお、当該契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当

該契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に

属する金額を費用に計上する方法によっております。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

当社は、本社オフィスの定期建物賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識しております。

　なお、当該契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当

該契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に

属する金額を費用に計上する方法によっております。
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（収益認識関係）

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

 合計

Marketing Solutionビジネス 2,268,829

Consumerビジネス 400,740

その他ビジネス 690,139

顧客との契約から生じる収益 3,359,709

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

 合計

Marketing Solutionビジネス 3,144,601

Consumerビジネス 436,020

その他ビジネス 670,311

顧客との契約から生じる収益 4,250,933

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）　４．収益及び費用の計上基準」に記載の通

りであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

度末において存在する顧客との契約から翌事業年度末以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報

(1)　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：千円）

 
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 288,680 416,830

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 416,830 481,701

契約負債（期首残高） 27,778 17,784

契約負債（期末残高） 17,784 49,722

 

契約負債は、主に事業会社向けのデリッシュキッチンプレミアムサービス提供、ユーザーマッチング広

告、レシピ動画等のタイアップ広告及びストアビジョン広告の配信等における顧客からの前受金でありま

す。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

前事業年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は27,778千円であ

ります。

当事業年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は17,784千円であ

ります。

 

(2)　残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格は、概ね１年以内に収益として認識されます。

当社は、当初に予想される顧客との契約期間が１年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格

の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

当社の事業セグメントは、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

当社の事業セグメントは、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

 

【関連情報】

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 
Marketing

Solutionビジネス
Consumerビジネス その他ビジネス 合計

外部顧客への売上高 2,268,829 400,740 690,139 3,359,709

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高
 

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高

auコマース＆ライフ株式会社 392,684

（注）１．当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。

２．売上高は、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しておりま

す。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 
Marketing

Solutionビジネス
Consumerビジネス その他ビジネス 合計

外部顧客への売上高 3,144,601 436,020 670,311 4,250,933

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高
 

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高

auコマース＆ライフ株式会社 451,353

（注）１．当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。

２．売上高は、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しておりま

す。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）
 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）
 

当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）
 

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

法人主要株主 KDDI株式会社
東京都

新宿区
141,852

電気通信

事業

（被所有）

直接　14.37
営業上の取引

動画コンテン

ツ制作・配信

等

273,657 売掛金 25,520

リース料の支

払い
16,106 リース債務 2,225

法人主要株主

の子会社

auコマース＆

ライフ株式会

社

東京都

渋谷区
1,335

総合ショッ

ピングサイ

ト「au PAY

マーケッ

ト」の企

画・運営

- 営業上の取引
ライブコマー

ス番組制作等
392,684 売掛金 44,786

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

法人主要株主 KDDI株式会社
東京都

新宿区
141,852

電気通信

事業

（被所有）

直接　14.37
営業上の取引

動画コンテン

ツ制作・配信

等

198,457 売掛金 17,325

法人主要株主

の子会社

auコマース＆

ライフ株式会

社

東京都

渋谷区
1,335

総合ショッ

ピングサイ

ト「au PAY

マーケッ

ト」の企

画・運営

- 営業上の取引
ライブコマー

ス番組制作等
451,353 売掛金 46,721

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
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（１株当たり情報）

 

 
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

１株当たり純資産額 △2,402.36円 △2,408.91円

１株当たり当期純損失（△） △154.27円 △6.55円

　（注）１．１株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を、純資産の部の合計額から控除して

算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり期

中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年７月１日
至　2024年６月30日）

当事業年度
（自　2024年７月１日
至　2025年６月30日）

１株当たり当期純損失   

当期純損失（△）（千円） △771,364 △32,738

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △771,364 △32,738

普通株式の期中平均株式数（株） 5,000,000 5,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

　新株予約権７種類（新株予約権

の数1,127,041個）

　なお、新株予約権の概要は「第

４　提出会社の状況　１　株式等

の状況　（２）新株予約権等の状

況①ストックオプション制度の内

容」に記載のとおりであります。

　新株予約権８種類（新株予約権

の数1,802,541個）。

　なお、新株予約権の概要は「第

４　提出会社の状況　１　株式等

の状況　（２）新株予約権等の状

況①ストックオプション制度の内

容」に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前事業年度（自　2023年７月１日　至　2024年６月30日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年７月１日　至　2025年６月30日）

（優先株式の取得及び消却）

　当社は、定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優

先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種

優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優

先株式１株につき普通株式１株をそれぞれに交付しております。また、2026年２月25日開催の臨時取締役会の

決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会社法第

178条の規定に基づき、消却しております。

 

１．取得及び消却した株式数

A種優先株式　　　　　　　　　　2,201,000株

B種優先株式　　　　　　　　　　3,040,000株

C種優先株式　　　　　　　　　　2,112,370株

D種優先株式　　　　　　　　　　5,174,037株

E種優先株式　　　　　　　　　　2,105,401株

２．交換により交付した普通株式数　14,632,808株

３．交換後の発行済普通株式数　　　19,632,808株

 

（新株予約権の発行）

　当社は、2026年３月16日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会において、当社従業員に対し、新株予約権

（第10回新株予約権）を発行することを決議いたしました。

 

新株予約権の発行要領

決議年月日 2026年３月16日

付与対象者の区分及び人数※ 当社従業員 66名（注）７

新株予約権の数（個）※ 211,000（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　211,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 480（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2028年３月17日

至　2036年３月16日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　480

資本組入額　240

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　提出日の前月末現在（2026年５月31日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。
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１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日

のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後18ヶ月を経過した日から株式公開の日後32ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 30％

③株式公開の日後32ヶ月を経過した日から株式公開の日後42ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 60％

④株式公開の日後42ヶ月を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　割当個数の100％

 

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事

由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するもの

とする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得すること

ができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。
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①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合

⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。
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（単元株制度の採用及び発行可能株式総数の引き上げ）

　当社は、2026年３月16日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部を変更し、同日付で発行可能株式

総数の引き上げを行うとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

１．単元株制度の採用

　　単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。

 

２．発行可能株式総数の増加

　　発行可能株式総数を、42,290,771株から78,531,200株へ引き上げました。
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【注記事項】

（中間損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
当中間会計期間

（自　2025年７月１日
至　2025年12月31日）

給料及び手当 466,394千円

支払手数料 309,254

賞与引当金繰入 41,345

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
当中間会計期間

（自　2025年７月１日
至　2025年12月31日）

現金及び預金勘定 1,754,898千円

現金及び現金同等物 1,754,898

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当中間会計期間（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

　当社は、動画メディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

 合計

Marketing Solutionビジネス 2,018,706

Consumerビジネス 233,171

その他ビジネス 345,518

顧客との契約から生じる収益 2,597,395

 

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間会計期間

（自　2025年７月１日
至　2025年12月31日）

１株当たり中間純利益 48円76銭

（算定上の基礎）  

中間純利益（千円） 243,824

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益（千円） 243,824

普通株式の期中平均株式数（株） 5,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、

前事業年度末から重要な変動があったものの概要

－

　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中

平均株価が把握できないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

（優先株式の取得及び消却）
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　当社は、定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C

種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株

主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株

式及びE種優先株式１株につき普通株式１株をそれぞれに交付しております。また、2026年２月25日開催

の臨時取締役会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE

種優先株式を会社法第178条の規定に基づき、消却しております。

 

１．取得及び消却した株式数

A種優先株式　　　　　　　　　　2,201,000株

B種優先株式　　　　　　　　　　3,040,000株

C種優先株式　　　　　　　　　　2,112,370株

D種優先株式　　　　　　　　　　5,174,037株

E種優先株式　　　　　　　　　　2,105,401株

２．交換により交付した普通株式数　14,632,808株

３．交換後の発行済普通株式数　　　19,632,808株

 

（新株予約権の発行）

　当社は、2026年３月16日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会において、当社従業員に対し、新株予約

権（第10回新株予約権）を発行することを決議いたしました。

 

新株予約権の発行要領

決議年月日 2026年３月16日

付与対象者の区分及び人数※ 当社従業員 66名（注）７

新株予約権の数（個）※ 211,000（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　211,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 480（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2028年３月17日

至　2036年３月16日（注）３

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　480

資本組入額　240

新株予約権の行使の条件※  （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を

受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　提出日の前月末現在（2026年５月31日）における内容を記載しております。

（注）１．新株予約権１個に付き目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は１株であ

ります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合は、未行使

の新株予約権についてその１個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整の結果生じ

る１株の100分の１未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより

普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

１

調整後行使価額＝調整前行使価額×――――――――――――――

分割・併合・無償割当ての比率

３．新株予約権の行使期間については、権利者と締結した割当契約書において、付与決議の日後２年を経過した日

から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとしております。加えて、実

際の行使可能期間及び行使可能数については以下４．（５）に記載の行使条件による制限を受けるものとしま

す。

４．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
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（１）本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について以下５．に定める取得事由が発

生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、

当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（２）権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所での上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使

することはできないものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

（３）上記（２）の定めにかかわらず、権利者は、当社の買収について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株

主総会その他の機関の承認の決議又は決定が行われた日以降、(i)当該決議又は決定が行われてから10日が

経過する日又は(ii)当社の買収に関して法令上定められた効力発生日が存在する場合における当該日の前日

のいずれか早い日までの間は、本新株予約権を行使することができるものとする。「当社の買収」とは、以

下のいずれかの場合を意味する。

①当社の発行済株式の議決権総数の50％超を特定の第三者が自ら並びにその子会社及び関連会社により取得す

ること。なお、「子会社」及び「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。）第８条で定義される「子会社」及び「関連会社」を意味す

る。

②当社が他の会社と合併することにより、合併直前の当社の総株主が合併後の会社に関して保有することとな

る議決権総数が、合併後の会社の発行済株式の議決権総数の50％未満となること。

③当社が他の会社と株式交換を行うことにより、株式交換直前の当社の総株主が株式交換後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式交換後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

④当社が他の会社と株式移転を行うことにより、株式移転直前の当社の総株主が株式移転後の完全親会社に関

して保有することとなる議決権総数が、株式移転後の完全親会社の発行済株式の議決権総数の50％未満とな

ること。

⑤当社が事業譲渡又は会社分割により当社の事業の全部又は実質的に全部を第三者に移転させること。

（４）本新株予約権の行使は１新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものと

する。

（５）本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場（以下「株式公開」という。）の日

後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。な

お、行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づ

く割当て新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数を

もって行使可能な割当て新株予約権の割合とみなす。

①株式公開の日後18ヶ月を経過する日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０％

②株式公開の日後18ヶ月を経過した日から株式公開の日後32ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 30％

③株式公開の日後32ヶ月を経過した日から株式公開の日後42ヶ月を経過する日まで　 　　割当個数の 60％

④株式公開の日後42ヶ月を経過した日以降　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　割当個数の100％

 

５．当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、以下のとおりであります。

当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事

由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するもの

とする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得すること

ができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。

（１）権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①当社又は当社の子会社（会社法第２条第３号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」とい

う。）の取締役又は監査役

②当社又は子会社の使用人

③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継

続的な契約関係にある者

（２）次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができ

る。

①権利者が禁固以上の刑に処せられた場合

②権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人その他の競争相手を直接若しくは間接に設立し若しくは

自ら当社若しくは子会社の事業と競合する事業を開業し、又はかかる競争相手の役員若しくは使用人に就任す

ること等を通じてかかる競争相手の活動に直接若しくは間接に従事するなど、名目を問わず当社又は子会社と

競業した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

③権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合

④権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場

合
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⑤権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り

となった場合

⑥権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類す

る手続開始の申立てがあった場合

⑦権利者につき解散の決議が行われた場合

⑧権利者が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力

又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。）であること、又は資

金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

⑨権利者が新株予約権発行要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合

⑩権利者が死亡した場合

（３）権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合（本新株予約権発行後にか

かる身分を有するに至った場合を含む。）において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社

は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。

①権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②権利者が取締役としての忠実義務等、当社又は子会社に対する義務に違反した場合

（４）当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の取扱い

当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当

社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）を行う

場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じてそ

れぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換

若しくは株式移転における完全親会社（いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社

の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記１．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に第

（３）号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の新株予約権

の行使期間の末日までとする。

（６）権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

（７）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会（取締役会非設置会社の場合は株主総会）の承認を要

するものとする。

（８）組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

７．付与対象者の区分については、本書提出日現在の役職にて記載しております。

 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

138/163



（単元株制度の採用及び発行可能株式総数の引き上げ）

　当社は、2026年３月16日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部を変更し、同日付で発行可能

株式総数の引き上げを行うとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

１．単元株制度の採用

　　単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。

 

２．発行可能株式総数の増加

　　発行可能株式総数を、42,290,771株から78,531,200株へ引き上げました。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 20,382 652 － 21,034 20,582 199 452

工具、器具及び備品 16,284 15,884 － 32,168 21,625 5,340 10,543

リース資産 8,218 － － 8,218 8,218 － －

有形固定資産計 44,886 16,536 － 61,422 50,426 5,540 10,995

長期前払費用 724 6,406 724 6,406 － － 6,406

（注）１．工具、器具及び備品の当期増加額15,884千円は、ノートパソコン及び撮影用備品の購入によるものでありま

す。

２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄には減損損失累計額を含めて記載しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 21,840 201,720 1.35 －

１年以内に返済予定のリース債務 11,118 5,524 1.17 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 501,720 300,000 0.50 2032年６月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 6,651 1,127 0.40 2026年９月

その他有利子負債 － － － －

合計 541,330 508,371 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は

以下のとおりであります。

 
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以
内

（千円）

長期借入金 － － － －

リース債務 1,127 － － －

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 46,798 48,053 46,798 － 48,053

ポイント引当金 － 46 － － 46

（注）ポイント引当金は、貸借対照表上の流動負債の「その他」に含めて表示しております。
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【資産除去債務明細表】

資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、定期建物賃貸借契約に関する敷金の回収が最

終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法

によっているため、該当事項はありません。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 206

預金  

普通預金 1,741,236

小計 1,741,236

合計 1,741,443

 

ハ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

雪印メグミルク株式会社 56,210

auコマース&ライフ株式会社 46,721

株式会社パルシステム・リレーションズ 22,093

Apple Inc. 20,294

Google LLC 18,711

その他 317,670

合計 481,701

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

(A) ＋ (B)
　

× 100

 
 (A) ＋ (D) 
 ２  
 (B)  
 365  

　

416,830 5,073,966 5,009,095 481,701 91.2 32.3

 

ニ．商品

品目 金額（千円）

インターネット通信販売商品 8,613

合計 8,613
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ホ．仕掛品

品目 金額（千円）

広告動画制作 340

合計 340

 

③　流動負債

イ．未払金

相手先 金額（千円）

住友不動産株式会社 51,099

Facebook Japan G.K. 44,802

Google LLC 24,961

伊藤忠食品株式会社 21,484

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 9,020

その他 167,720

合計 319,088

 

ロ．未払費用

相手先 金額（千円）

給料 104,248

社会保険料 14,158

その他 8,291

合計 126,699
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（３）【その他】

最新の経営成績及び財政状態の概況

2026年５月11日開催の取締役会において承認された第11期第３四半期会計期間（2026年１月１日から2026年３

月31日まで）及び第11期第３四半期累計期間（2025年７月１日から2026年３月31日まで）に係る四半期財務諸表

は次のとおりであります。

当社は、第３四半期会計期間（2026年１月１日から2026年３月31日まで）及び第11期第３四半期累計期間

（2025年７月１日から2026年３月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による

期中レビューが行われており、期中レビュー報告書を受領しております。

 

（１）四半期貸借対照表

 （単位：千円）

 
当第３四半期会計期間
（2026年３月31日）

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,888,606

売掛金 612,059

商品 10,428

仕掛品 689

前払費用 74,597

その他 8,326

流動資産合計 2,594,706

固定資産  

有形固定資産 10,713

投資その他の資産  

敷金 80,574

その他 6,027

投資その他の資産合計 86,602

固定資産合計 97,316

資産合計 2,692,022

負債の部  

流動負債  

１年以内返済予定の長期借入金 200,000

リース債務 3,098

未払金 328,494

未払費用 119,983

未払法人税等 2,586

賞与引当金 24,020

契約負債 48,165

預り金 16,127

その他 38,074

流動負債合計 780,552

固定負債  

長期借入金 300,000

その他 3,125

固定負債合計 303,125

負債合計 1,083,677

純資産の部  

株主資本  

資本金 50,000

資本剰余金 2,596,811

利益剰余金 △1,038,465

株主資本合計 1,608,345

純資産合計 1,608,345

負債純資産合計 2,692,022
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

 （単位：千円）

 
当第３四半期累計期間
（自　2025年７月１日
至　2026年３月31日）

売上高 3,830,856

売上原価 1,480,022

売上総利益 2,350,833

販売費及び一般管理費 2,027,197

営業利益 323,636

営業外収益  

受取利息 3,426

物品売却益 2,044

ポイント還元収入 1,901

その他 1,408

営業外収益合計 8,780

営業外費用  

支払利息 3,231

支払保証料 3,538

上場関連費用 2,000

営業外費用合計 8,769

経常利益 323,646

税引前四半期純利益 323,646

法人税、住民税及び事業税 3,111

法人税等合計 3,111

四半期純利益 320,535
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

 

（四半期財務諸表の作成に当たり適用した特有の会計処理）

　（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（追加情報）

（誤謬の訂正について）

前事業年度において一部取引の収益計上時期に係る誤謬の訂正を行った結果、前事業年度の財務諸表

の数値と定時株主総会において報告された計算書類の数値が一部異なっております。

 

（セグメント情報等）

セグメント情報

当第３四半期累計期間（自　2025年７月１日　至　2026年３月31日）

　当社は、メディアプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間
（自　2025年７月１日
至　2026年３月31日）

給料及び手当 696,549千円

支払手数料 459,488

賞与引当金繰入 20,161

 

（キャッシュ・フローに関する注記）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）の償却額は、次のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間
（自　2025年７月１日
至　2026年３月31日）

減価償却費 4,200千円

 

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

 合計

Marketing Solutionビジネス 3,020,174

Consumerビジネス 350,488

その他ビジネス 460,193

顧客との契約から生じる収益 3,830,856
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間
（自　2025年７月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり四半期純利益 46円30銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益（千円） 320,535

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 320,535

普通株式の期中平均株式数（株） 6,922,559

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年７月１日から翌年６月30日まで

定時株主総会 毎事業年度の末日の翌日から３か月以内

基準日 毎年６月30日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日
毎年６月30日

毎年12月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え（注）１．  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行 全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 ―

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行 全国各支店（注）１．

買取手数料 無料（注）２．

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむ

を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL：https://corp.every.tv/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１．当社株式は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い、社債、株式等の振り替えに関する法律第128条第

１項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

　　　２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所グロース市場に上場された日から「株式の売買の委

託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

　　　３．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

　　　　　　①　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　　　②　会社法第166条第１項の規定により請求する権利

　　　　　　③　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　該当事項はありません。
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第三部【特別情報】

第１【連動子会社の最近の財務諸表】
　当社は、連動子会社を有していないため、該当事項はありません。
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第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日

移動前所有者

の氏名又は名

称

移動前所有

者の住所

移動前所有者

の提出会社と

の関係等

移動後所有者

の氏名又は名

称

移動後所有

者の住所

移動後所有者

の提出会社と

の関係等

移動株数

（株）

価格

（単価）

（円）

移動理由

2023年

９月28日
－ －

当社の

元従業員

吉田大成
東京都

港区

特別利害関係

者（当社の代

表取締役、大

株主上位10

名）

普通株式

3,205

817,275

（255）

（注４）

移動前所有者

の当社退職に

よる

菅原千遥 －

特別利害関係

者（当社の

取締役）

普通株式

6,245

1,592,475

（255）

（注４）

吉田大成
東京都

港区

特別利害関係

者（当社の代

表取締役、大

株主上位10

名）

A種優先株式

695

208,500

（300）

（注４）

菅原千遥 －

特別利害関係

者（当社の

取締役）

A種優先株式

1,355

406,500

（300）

（注４）

2026年

２月24日

－ － － 吉田大成
東京都

港区

特別利害関係

者（当社の代

表取締役、大

株主上位10

名）

A種優先株式

△78,695

普通株式

78,695

－

（注５）

－ － － 菅原千遥 －

特別利害関係

者（当社の

取締役）

A種優先株式

△23,355

普通株式

23,355

－

－ － －

KDDI株式会社

代表取締役

社長

松田浩路

東京都新宿

区西新宿二

丁目３番２

号

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

D種優先株式

△2,822,202

普通株式

2,822,202

－

－ － －

伊藤忠食品

株式会社

代表取締役社

長・社長執行

役員 岡本均

大阪府大阪

市中央区城

見２-２-22

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

D種優先株式

△2,351,835

普通株式

2,351,835

－

－ － －

加藤産業

株式会社

代表取締役社

長 加藤和弥

兵庫県西宮

市松原町９

番20号

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

A種優先株式

△334,000

E種優先株式

△2,017,835

普通株式

2,351,835

－

－ － －

WiL Fund II,

L.P.

Director,

Gen Isayama

636

Waverley

St, Suite

100, Palo

Alto, CA

94301, USA

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

C種優先株式

△1,536,150

普通株式

1,536,150

－
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移動年月日

移動前所有者

の氏名又は名

称

移動前所有

者の住所

移動前所有者

の提出会社と

の関係等

移動後所有者

の氏名又は名

称

移動後所有

者の住所

移動後所有者

の提出会社と

の関係等

移動株数

（株）

価格

（単価）

（円）

移動理由

2026年

２月24日

－ － －

DCM Ventures

China Fund

(DCM VIII),

L.P.

By: DCM

Investment

Management

VIII, L.P.

its General

Partner By:

DCM

Internationa

l VIII, Ltd.

Director

Andre G Levi

CAMPBELLS

CORPORATE

SERVICES

LIMITED

Floor 4

Willow

House,

Cricket

Square

Grand

Cayman

KY1-9010

Cayman

Islands

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

B種優先株式

△1,219,000

C種優先株式

△243,060

普通株式

1,462,060

－

（注５）

－ － －

グロービス５

号ファンド投

資事業有限責

任組合

無限責任組合

員 グロービ

ス５号ファン

ド有限責任事

業組合 組合

員 株式会社

グロービス・

キャピタル・

パートナーズ

職務執行者

堀義人

東京都千代

田区二番町

５-１

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

A種優先株式

△499,438

B種優先株式

△395,000

普通株式

894,438

－

－ － －

DBJキャピタ

ル投資事業有

限責任組合

無限責任組合

員 DBJキャピ

タル株式会社

代表取締役

倉林進

東京都千代

田区大手町

一丁目９番

６号

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

A種優先株式

△241,061

B種優先株式

△338,000

普通株式

579,061

－

－ － －

Globis Fund

Ⅴ, L.P.

its General

Partner,

Globis Fund

V(GP), L.P.

Director

Yoshito Hori

PO Box

309,

Ugland

House,

South

Church

Street,

George

Town,

Grand

Cayman

KY1-1104

Cayman

Islands

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

A種優先株式

△213,234

B種優先株式

△168,000

普通株式

381,234

－
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移動年月日

移動前所有者

の氏名又は名

称

移動前所有

者の住所

移動前所有者

の提出会社と

の関係等

移動後所有者

の氏名又は名

称

移動後所有

者の住所

移動後所有者

の提出会社と

の関係等

移動株数

（株）

価格

（単価）

（円）

移動理由

2026年

２月24日
－ － －

味の素

株式会社

代表執行役社

長 中村茂雄

東京都中央

区京橋一丁

目15番１号

特別利害関係

者（大株主上

位10名）

A種優先株式

△238,942

C種優先株式

△102,355

普通株式

341,297

－ （注５）

　（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同

取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に

基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日（2023年７月１日）から上場日

の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除

き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動

の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」

に記載することとされております。

　　　　２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事

務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該

記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所

は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ

とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上

記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引

参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま

す。

　　　　３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等

により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びそ

の役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにそ

の役員、人的関係会社及び資本的関係会社

　　　　４．移動価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を基礎として、

当事者間で協議の上決定しております。

　　　　５．定款に定める取得条項に基づき、2026年２月24日付でA種優先株式2,201,000株、B種優先株式3,040,000株、

C種優先株式2,112,370株、D種優先株式5,174,037株及びE種優先株式2,105,401株を自己株式として取得し、

対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主、D種優先株主及びE種優先株主にA種優先株式、B種優

先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式１株につき普通株式１株をそれぞれ交付しておりま

す。なお、当該優先株式の発行時の価格はＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算

出した価格を基礎として当事者間で協議の上で決定しております。また、2026年２月25日開催の臨時取締役

会の決議に基づき、すべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式を会

社法第178条の規定に基づき、消却するとともに、2026年３月16日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同

日付で種類株式に関する定款の定めを廃止しております。
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第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 新株予約権① 新株予約権②

発行年月日 2025年５月14日 2026年３月18日

種類
第９回新株予約権

（ストックオプション）

第10回新株予約権

（ストックオプション）

発行数 普通株式　676,500株 普通株式　212,000株

発行価格
320円

（注）３

480円

（注）４

資本組入額 160円 240円

発行価額の総額 216,480,000円 101,760,000円

資本組入額の総額 108,240,000円 50,880,000円

発行方法

2025年５月12日開催の臨時株主総会

及び同日開催の取締役会において、

会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく新株予約権の付与

（ストックオプション）に関する決

議を行っております。

2026年３月16日開催の臨時株主総会

及び同日開催の取締役会において、

会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づく新株予約権の付与

（ストックオプション）に関する決

議を行っております。

保有期間等に関する確約 （注）２ （注）２

　（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」

という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

　　　　　(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、新

規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の

割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受

けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所へ

の報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うもの

とし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

　　　　　(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算し

て１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該

新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継

続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と

認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされて

おります。

　　　　　(3)新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不

受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

　　　　　(4)当社の場合、基準事業年度の末日は、2025年６月30日であります。

　　　　２．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業

員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又

は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

　　　　３．発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）及びオプション価格算定モデルによ

り算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

　　　　４．発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を総合的に勘案

して決定しております。

　　　　５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ

ります。
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 新株予約権① 新株予約権②

行使時の払込金額 1株につき320円 1株につき480円

行使期間
自　2027年５月13日

至　2035年５月12日

自　2028年３月17日

至　2036年３月16日

行使の条件

「第二部　企業情報　第４　提

出会社の状況　1　株式等の状

況　（２）新株予約権等の状

況」に記載のとおりでありま

す。

「第二部　企業情報　第４　提

出会社の状況　1　株式等の状

況　（２）新株予約権等の状

況」に記載のとおりでありま

す。

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 同上
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２【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名又は
名称

取得者の住所
取得者の職業及
び事業の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

菅原　千遥 － 会社役員 30,000
9,600,000

（320)

特別利害関係者等

（当社取締役）

当社従業員

98名
－ 会社員 587,500

188,000,000

（320）
当社従業員

 

新株予約権②

取得者の氏名又は
名称

取得者の住所
取得者の職業及
び事業の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

当社従業員

66名
－ 会社員 211,000

101,280,000

（480）
当社従業員

 

（注）．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

３【取得者の株式等の移動状況】

「第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
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第３【株主の状況】
 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）

株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

吉田 大成 ※１、３ 東京都港区 4,631,900 21.49

KDDI株式会社 ※３ 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 2,822,202 13.09

伊藤忠食品株式会社 ※３ 大阪府大阪市中央区城見２-２-22 2,351,835 10.91

加藤産業株式会社 ※３ 兵庫県西宮市松原町９番20号 2,351,835 10.91

WiL Fund II, L.P. ※３
636 Waverley St, Suite 100, Palo

Alto, CA 94301, USA
1,536,150 7.13

DCM Ventures China Fund (DCM

VIII), L.P. ※３

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES

LIMITED Floor 4 Willow House,

Cricket Square Grand Cayman KY1-

9010 Cayman Islands

1,462,060 6.78

グロービス5号ファンド投資事業有

限責任組合 ※３
東京都千代田区二番町５-１ 894,438 4.15

DBJキャピタル投資事業有限責任組

合 ※３

東京都千代田区大手町一丁目９番６

号
579,061 2.69

菅原 千遥 ※２ －
382,100

(165,000)

1.77

(0.77)

Globis Fund Ⅴ, L.P. ※３

PO Box 309, Ugland House, South

Church Street,

George Town, Grand Cayman KY1-

1104 Cayman Islands

381,234 1.77

味の素株式会社 ※３ 東京都中央区京橋一丁目15番１号 341,297 1.58

SMBCベンチャーキャピタル3号投資

事業有限責任組合
東京都中央区八重洲一丁目３番４号 338,000 1.57

－ ※４ －
229,750

(176,000)

1.07

(0.82)

－ ※４ －
177,000

(105,000)

0.82

(0.49)

SBIインキュベーション株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 169,000 0.78

SBIベンチャー投資促進税制投資事

業有限責任組合
東京都港区六本木一丁目６番１号 169,000 0.78

赤坂　優 東京都渋谷区 167,000 0.77

株式会社ミライプロジェクトインベ

ストメント

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１

番１号JPタワー名古屋14Ｆ
167,000 0.77

－ ※４ －
147,500

(104,000)

0.68

(0.48)

－ ※４ －
142,000

(105,000)

0.66

(0.49)

DCM VIII, L.P.

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES

LIMITED Floor 4 Willow House,

Cricket Square Grand Cayman KY1-

9010 Cayman Islands

121,106 0.56

－ ※４ －
113,500

(75,000)

0.53

(0.35)

INTAGE Open Innovation投資事業有

限責任組合
東京都港区六本木一丁目６番１号 113,000 0.52
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氏名又は名称 住所 所有株式数（株）

株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

－ ※４ －
112,750

(74,500)

0.52

(0.35)

GMO VenturePartners 4 投資事業有

限責任組合

東京都渋谷区桜丘町26番１号セルリ

アンタワー
102,355 0.47

KANAMEL株式会社
東京都品川区東品川２-２-24　天王

洲セントラルタワー13F
102,355 0.47

－ ※５ － 90,000 0.42

旭食品株式会社 高知県高知市春野町弘岡中1402番地 87,566 0.41

－ ※４ －
87,000

(87,000)

0.40

(0.40)

セイノーホールディングス株式会社 岐阜県大垣市田口町１番地 85,325 0.40

－ ※４ －
68,500

(68,500)

0.32

(0.32)

－ ※４ －
48,000

(48,000)

0.22

(0.22)

－ ※４ －
40,000

(40,000)

0.19

(0.19)

－ ※４ －
38,000

(38,000)

0.18

(0.18)

－ ※４ －
36,000

(36,000)

0.17

(0.17)

DCM Affiliates Fund VIII, L.P.

CAMPBELLS CORPORATE SERVICES

LIMITED Floor 4 Willow House,

Cricket Square Grand Cayman KY1-

9010 Cayman Islands

35,989 0.17

－ ※４ －
34,000

(34,000)

0.16

(0.16)

SEGNEL VENTURES PTE. LTD.
20A Tanjong Pagar Road Singapore

088443
33,000 0.15

その他126名 ※４ －
764,000

(764,000)

3.54

(3.54)

計 －
21,552,808

（1,920,000）

100.00

（8.91）

　（注）１．「氏名又は名称」の欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。

※１特別利害関係者等（当社代表取締役）

※２特別利害関係者等（当社取締役）

※３特別利害関係者等（大株主上位10名）

※４当社の従業員

※５当社の元従業員

　　　　２．（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

　　　　３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま

す。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年６月24日

株式会社エブリー  

 取締役会　御中 

 

 有限責任　あずさ監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉山　正樹

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伏木　貞彦

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エブリーの2024年７月１日から2025年６月30日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい

て監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

エブリーの2025年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書　第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外

の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年６月24日

株式会社エブリー  

 取締役会　御中 

 

 有限責任　あずさ監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉山　正樹

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伏木　貞彦

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社エブリーの2023年７月１日から2024年６月30日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ

た。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

エブリーの2024年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書　第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外

の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

EDINET提出書類

株式会社エブリー(E41973)

有価証券届出書（新規公開時）

161/163



 

 独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

 2026年６月24日

株式会社エブリー  

 取締役会　御中 

 

 有限責任　あずさ監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉山　正樹

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伏木　貞彦

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エブ

リーの2025年７月１日から2026年６月30日までの第11期事業年度の中間会計期間（2025年７月１日から2025年12月31日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につい

て期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社エブリーの2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ

なかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定

を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し

て限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手し

た証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと

信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評

価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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